
　１　豊田PCB廃棄物処理事業の処理実績報告
　　(1)PCB廃棄物の処理実績
　　　PCB廃棄物の処理量（投入ベース） 平成２７年 １１月末現在

大型 小型 車載 合計 普通 特殊 連結 合計

H17年度合計 11 44 8 63 1,438 0 0 1,438 33 31.8

H18年度合計 17 50 3 70 1,359 0 1 1,360 1 63.7

H19年度合計 23 156 21 200 2,379 0 82 2,461 30 115.8

H20年度合計 36 235 24 295 3,762 0 171 3,933 15 186.4

H21年度合計 40 224 26 290 4,738 0 103 4,841 46 199.3

H22年度合計 34 131 22 187 3,772 0 30 3,802 60 162.9

H23年度合計 31 84 21 136 3,923 0 0 3,923 36 144.5

H24年度合計 41 137 34 212 5,456 0 27 5,483 95 217.9

H25年度合計 43 119 50 212 6,110 98 8 6,216 196 207.5

H26年度合計 66 68 60 194 5,417 1,040 11 6,468 112 214.3

H27年4月 3 0 6 9 466 109 0 575 2 17.9

H27年5月 0 0 2 2 22 7 0 29 0 1.9

H27年6月 4 0 4 8 554 115 0 669 2 25.4

H27年7月 3 0 6 9 597 77 0 674 3 21.6

H27年8月 2 0 6 8 501 138 16 655 2 23.3

H27年9月 2 0 8 10 461 82 0 543 0 15.9

H27年10月 2 1 6 9 560 171 0 731 1 19.1

H27年11月 2 0 4 6 905 128 0 1,033 3 17.8

H27年12月 0

H28年1月 0

H28年2月 0

H28年3月 0

H27年度合計 18 1 42 61 4,066 827 16 4,909 13 142.8

全処理量 360 1,249 311 1,920 42,420 1,965 449 44,834 637 1,687

（注４） (1) (5) (8) (14) (447) (0) (0) (447) (33) (5.0)

　（注１）： トランス類とは、変圧器、変流器、リアクトル等を含む。大型トランスとは重量が
1.62ｔを超えるもの又は小型トランス解体ラインでは処理できないもの。

　（注２）： 普通コンデンサはサージアブソーバーを含む。連結コンデンサは小型コンデンサ
２～18個がセットになったもの。(セット数)

　（注３）： 廃PCBとはドラム缶やペール缶入りの廃PCB油
　（※1）

　（注４）： 全処理量の（　）は、H17年6月～8月の試験運転時に処理した量を内数で示す。
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H20年度はペール缶７本、H21年度はペール缶１本、H25年度はペール缶３本、H27年度は
ペール缶１２本を含む。その他はすべてドラム缶。

豊田PCB廃棄物処理施設の状況報告について
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　　(2)有価物及び産業廃棄物の払出実績

有価物及び産業廃棄物の払出量 単位　トン 平成２７年 １１月末現在

払出物

鉄類 銅類 廃TCB
液処理残

渣
含浸物

碍子・
ガラス

廃プラス
チック類
等

合計

H17年度合計 24.7 0.2 6.3 162.6 28.4 1.4 0.0 223.6

H18年度合計 86.4 14.9 30.2 393.7 36.7 3.2 0.0 565.1

H19年度合計 168.4 22.5 41.1 688.7 67.7 6.3 4.0 998.7

H20年度合計 279.5 43.7 63.6 1,188.4 84.4 10.2 14.0 1,689.8

H21年度合計 294.1 44.3 77.6 1,282.3 97.4 11.5 10.0 1,822.5

H22年度合計 220.7 28.1 56.0 1,020.1 73.5 10.1 6.1 1,418.2

H23年度合計 222.3 31.9 48.6 894.3 70.5 9.3 8.9 1,288.7

H24年度合計 326.5 47.1 78.6 1,346.1 107.2 12.6 10.1 1,931.4

H25年度合計 362.3 45.3 60.8 1,297.7 108.2 15.7 9.6 1,905.6

H26年度合計 338.4 52.8 53.8 1,301.0 118.4 16.4 9.7 1,892.1

H27年4月 25.6 4.7 7.2 90.6 7.2 2.4 1.1 138.7

H27年5月 3.6 0.0 0.0 11.2 2.0 0.0 0.0 16.8

H27年6月 28.3 3.7 0.0 157.2 13.1 1.8 0.7 205.1

H27年7月 39.3 4.6 7.7 148.3 12.4 1.9 2.0 216.1

H27年8月 27.4 2.8 7.7 126.8 14.9 1.5 0.2 181.3

H27年9月 26.0 3.0 0.0 99.3 14.8 2.3 2.0 147.4

H27年10月 28.6 5.4 7.1 113.0 12.9 2.2 0.8 170.8

H27年11月 27.8 4.6 7.9 111.6 14.2 1.5 0.7 169.5

H27年12月

H28年1月

H28年2月

H28年3月

H27年度合計 206.7 28.6 37.6 858.0 91.5 13.5 7.4 1,245.8

操業期間合計 2,529.9 359.4 554.3 10,432.9 883.9 110.2 79.8 14,981.5

　　＊　この表はPCB廃棄物の処理に伴い発生するものであるが、この他、分析廃液などの
　　　　産業廃棄物も払い出している。
　　＊　廃プラスチック類は大半が洗浄処理後の使用済み化学防護服である。
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ＪＥＳＣＯ登録実績　（試運転搬入物を含みます、北九州、大阪事業に搬出した車載トランス２０台は除外）

区域名称 事業場数
大型ﾄﾗﾝｽ

台数
小型ﾄﾗﾝｽ

台数
車載ﾄﾗﾝｽ

台数
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
台数

特殊形状
ｺﾝﾃﾞﾝｻ数

PCB油
缶数

保管
容器数

豊田市 283 0 10 0 5,645 796 5 248
愛知県 4,075 176 586 2 20,722 1,536 446 502
岐阜県 1,467 18 147 0 5,000 450 34 180
静岡県 2,458 36 409 778 12,163 1,473 339 380
三重県 1,170 141 232 0 7,080 2,451 229 157
合計： 9,453 371 1,384 780 50,610 6,706 1,053 1,467

区域名称 事業場数
大型ﾄﾗﾝｽ

台数
小型ﾄﾗﾝｽ

台数
車載ﾄﾗﾝｽ

台数
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
台数

特殊形状
ｺﾝﾃﾞﾝｻ数

PCB油
缶数

保管
容器数

豊田市 266 0 10 0 5,406 764 5 190
愛知県 3,741 157 541 0 18,489 612 285 143
岐阜県 1,316 16 118 0 3,792 158 12 51
静岡県 2,237 33 367 311 10,295 158 211 84
三重県 1,049 118 220 0 5,095 204 128 57
合計： 8,609 324 1,256 311 43,077 1,896 641 525

進捗率

区域名称 事業場数 大型ﾄﾗﾝｽ 小型ﾄﾗﾝｽ 車載ﾄﾗﾝｽ ｺﾝﾃﾞﾝｻ
特殊形状
ｺﾝﾃﾞﾝｻ

PCB油
保管
容器

豊田市 94.0% － 100.0% － 95.8% 96.0% 100.0% 76.6%
愛知県 91.8% 89.2% 92.3% 0.0% 89.2% 39.8% 63.9% 28.5%
岐阜県 89.7% 88.9% 80.3% － 75.8% 35.1% 35.3% 28.3%
静岡県 91.0% 91.7% 89.7% 40.0% 84.6% 10.7% 62.2% 22.1%
三重県 89.7% 83.7% 94.8% － 72.0% 8.3% 55.9% 36.3%
合計： 91.1% 87.3% 90.8% 39.9% 85.1% 28.3% 60.9% 35.8%

受け入れ済台数
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・コンデンサ（特殊形状コンデンサを除く）は、５０，６１０台登録されていますが、豊田市
内のものは９５．８％、愛知県内では８９．２％の処理が終了し、全体では８５．１％を処理
しました。

・特殊形状コンデンサは、６，７０６台登録されていますが、豊田市内のものは９６．０％、
全体では２８．３％を処理しました。

・PCB油類はほとんどがドラム缶に保管されており、１,０５３缶登録されていますが、豊田市
内のものは処理が終了し、愛知県内で６３．９％、全体では６０．９％を処理しました。

・保管容器は、１,４６７箱登録されていますが、豊田市内のものは７６．６％、全体では３
５．８％を処理しました。

②事業場別に見た状況

東海４県には、９,４５３の事業場が登録されています。豊田市内では９４．０％の事業場か
らＰＣＢ廃棄物受け入れを実施しており、愛知県内では９１．８％、全体では９１．１％の事
業場より受け入れました。

・車載型トランスは、７８０台登録されていますが、豊田市内には対象機器が存在せず、静岡
県内に保管されている機器の４０．０％を処理しました。平成２７年度より広域処理を開始し
ており、北九州、大阪事業に２０台搬出しています。

２　東海４県ＰＣＢ廃棄物の処理状況　（平成２７年１１月末現在）

①機器別に見た状況

・大型トランスは、３７１台登録されていますが、豊田市内には対象機器が存在せず、愛知県
内で８９．２％の処理が終わっており、全体では８７．３％を処理しました。

・小型トランスは、１,３８４台登録されていますが、豊田市内のものは処理が終了、愛知県
内でも９２．３％の処理が終わっており、全体では９０．８％を処理しました。



３　周辺環境への影響の状況
○ 排出源モニタリング　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月 7月 10月
1～4系 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

5系 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
6系 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1～4系 0.026（H18.10） 0.00038 0.000077 0.000078
5系 0.000052（H18.9） 4.7E-07 6.3E-07 1.3E-06
6系 0.000058 2.9E-07 2.1E-07 1.9E-07

1～4系 2.2（H22.10） 0.5未満 0.5未満 0.5未満
3－2系 71（H19.1） 0.5未満 0.5未満 0.5未満

PCB 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 mg/L
ダイオキシ
ン類

0.046 0.013 0.012 5 pg-TEQ/L

その他有害
物質

－ － －
規制基準の

1/10
昼間 69（H19.1） － － － 70
夜間 68（H19.1） － － － 65
昼間 49（H21.1） － － － 70
夜間 48（H22.2） － － － 65

アセトアル
デヒド

－ － 0.003 0.05 ppm

トルエン － － 0.9未満 10 ppm
キシレン － － 0.1未満 1 ppm
その他特定
悪臭物質

－ － －
規制基準
(第1種地域)

(注1) 豊田施設のPCB処理工程においては、工程排水は発生しません。
(注2) 排水の「その他有害物質」、悪臭の「その他特定悪臭物質」については、稼働後の年1回の測定で未検出
　　であったため、その後の毎年の測定は行っていません。

○ 周辺環境モニタリング　  　　　 操業開始から平成27年11月末現在

4月 7月 10月

PCB 0.0025 0.0045 0.0005
年平均0.5
　(注1) μg/m3

ダイオキシ
ン類

0.019 0.021 0.012
年平均0.6
　(注2) pg-TEQ/m3

ベンゼン 0.002 0.0011 0.0012
年平均
0.003(注2) mg/m3

PCB － － 0.0005未満
検出されないこ
と(0.0005未満) mg/L

ダイオキシ
ン類

－ － 1.0 1000 pg-TEQ/g 

PCB 0.0005未満 － 0.0005未満
検出されないこ
と(0.0005未満) mg/L

ダイオキシ

ン類
0.037 － 0.044 1.0 pg-TEQ/L

(注1）評価基準値「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCBの暫定排出許容限界について」(昭和47
　     年12月22日付　環境庁大気保全局長通達)で示される環境中のPCB濃度。

(注2) ダイオキシン類及びベンゼンの大気環境基準は、豊田施設の存在する工業専用地域には適用されません。

地下水
0.0005未満

0.075（H19.2）

4

大気

0.0045（H27.7）

0.057（H20.1）

0.0036（H26.10）

土壌
0.0005未満

1.5（H23.10）

要素 調査項目
これまでの最大値

（カッコ内は測定年月）
平成27年

環境基準値等 単位

dB(A)

振動 振動レベル dB

悪臭

0.039（H20.10）

0.9未満
0.1（H18.9）

未検出

排水
(放流
口)

0.0005未満

0.13（H19.2）

未検出

騒音 騒音レベル

排気

PCB 0.01 mg/m3N

ダイオキシ
ン類

0.1 ng-TEQ/m3N

ベンゼン 50 mg/m3N

 　　　 操業開始から平成27年11月末現在

要素 調査項目
これまでの最大値

（カッコ内は測定年月）
平成27年

管理目標値等 単位
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４ 運転廃棄物の保管及び処理の状況 

豊田事業所では、運転廃棄物の保管場所が少ないことから、可能な物については所内処理を行っ

てきました。 

しかしながら、想定より多量の運転廃棄物が発生し、保管場所の不足により処理に支障を来す事

態になりつつあることから、使用済活性炭の外部倉庫での保管や、無害化処理認定取得のための焼

却実証試験用の試料提供等を行ない、H25 年 8 月から、低濃度運転廃棄物(PCB 含有量 5,000mg/kg

以下)の無害化認定業者への委託処理を開始しています。また本年度 10 月より、高濃度運転廃棄物

(PCB 含有量 5,000mg/kg 超)の処理を北九州 PCB 処理事業所にて開始しています。今後も計画的

な処理を進め保管量の削減に努めます。 

①  運転廃棄物入りドラム缶の保管状況（Ｈ27.11 末） 

合計 2,189 本（内訳は下図の通り） 

      
注：使用済活性炭入りのドラム缶については、上図の本数の内 408 本（使用済活性炭のみ）を外

部倉庫に保管している。 

②  運転廃棄物の所内処理及び外部処理の実績  

年度 

事業所内処理 北九州事業

所処理委託

外部処理 (ﾄﾞﾗﾑ缶数) 

防護服 ﾎﾟﾘ袋 廃油 
高濃度品

(注 1) 
実証試験

無害化認定業者処理

委託(低濃度品(注 1))

H23 年度 14,400 着 640kg 2643L ― ― ― 

H24 年度 15,750 着 700kg 1743L   ― 108 本 ― 

H25 年度 18,000 着 549kg 373L  ― 74 本 + 約

204 本相当

306 本+約 62 本相当 

H26 年度 17,325 着 666kg 526L ―     0 550 本+約 153 本相当 

H27 年度(11 月末) 12,375 着 473kg 766L 24 本     －      268 本 

        (注 1) 低濃度品：PCB 含有量 5,000mg/kg 以下、高濃度品：PCB 含有量 5,000mg/kg 超 

692

253

231

208

191

98

79

71

144

222
使用済活性炭

廃ﾌﾟﾗ、ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ

ウェス

保温材

ｲﾝﾅｰ手袋、長靴、ｸﾞﾛｰﾌﾞ

紙、ｷﾑﾀｵﾙ、ﾃｨｼｭ

吸収缶、ﾏｽｸ、面体、保護具

ﾊﾟｯｷﾝ、ﾌｨﾙﾀｰ

工事残材

その他
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③ 運転廃棄物の処理状況 

 

   
施設内保管倉庫の状況（ほぼ満杯状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 分析の結果、ＰＣＢ濃度 5,000ppm 以下が確認されたものについては順次無害化認定業者での 

処理のために払出。 

廃棄物の分別確認作業 

  

作業ブース内で防護服及び防毒 

マスクを着用して作業。 

 ブース内の空気は活性炭濾過装置 

を循環させて浄化。

廃棄物のＰＣＢ濃度分析のための 

 サンプリング作業 

  

廃棄物のＰＣＢ濃度が 5,000ppm 

以下である事を確認するために廃棄

物の一部を適当な大きさに裁断し、 

サンプリングを行う。 

 分別作業同様、作業ブース内は 

活性炭濾過装置で浄化。 

運転廃棄物ドラム缶の一例 

（分別前の運転廃棄物） 
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５ 収集運搬について 

 

前回の監視委員会以降発生した収集運搬に関するトラブルは以下の通りです。 

（１） 収集運搬（保管中）機器からの漏洩について 

豊田ＰＣＢ処理事業所に受け入れを行った際に確認された漏洩事例は２件、搬入後保管中

に保管庫内にて漏洩が確認された事例は１件でした。 

発 生 日 発 生 概 況 状  況 

10 月 1 日 運搬中漏洩 

コンデンサ 1台（補修履歴あり） 

缶体上部の客先にてＰＣＢ濃度分析用穿孔を塞いだ部

位から漏洩。 

現地事前確認時＜ブッシング上部ににじみ＞→この部

分は収集運搬事業者が補修、運搬時漏洩なし。 

固縛、吸収材詰め込み状況は良好 

受入検査室内で拭き取り後再補修を実施、優先投入。 

11 月 4 日 保管中漏洩 

受入エリア保管トレイ内で10月21日に受け入れたコン

デンサ４台の漏洩を確認。 

コンデンサ底面に保管者による補修履歴あり、缶体底面

補修部位からにじみ出ているような状態で漏洩。 

受入検査室へ移送後再補修を実施、優先投入。 

11 月 18 日 運搬中漏洩 

コンデンサ１台（補修履歴なし） 

ブッシング根元からの漏洩により缶体上部にわずかな

にじみ。 

固縛、吸収材詰め込み状況は良好 

受入検査室内で拭き取り後再補修を実施、優先投入。 

 

（２） 安全な収集運搬の徹底について 

豊田ＰＣＢ処理事業所に受け入れを行った際に養生を徹底するよう指導しました。 

発 生 日 発 生 概 況 状  況 

9 月 15 日 
コンデンサの 

不適切な積載 

 本来コンデンサとコンデンサの間には緩衝材（油吸

収材）が挿入され、コンデンサ同士が接触しないよう

にして運搬するよう指導していたが、9/15 に受け入れ

たものは、コンデンサの脚部同士が接触していたため

指導し、収集運搬業者からは、9 月 21 日に「作業従事

者への再教育」と「事前現地確認の際の寸法測定の再

徹底等」の再発防止策を実施する旨の報告書が提出さ

れました。 
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６ 地域とのコミュニケーションについて 

 
地域の皆様へは、弊社ホームページ、事業だより及び施設見学を通じて積極的に情報公開をしており

ます。今年度の実績等は以下のとおりです。 
 
（１）見学関係について 

①見学者の実績 
 地域住民 行政関係 企業 その他 合計 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 

２６年度  １ １４ １１ ３７ ４１ １０４ ３ ６２ ５６ ２１７

２７年度  １  ２ １４ １１８ ２６ ６６ ６ １３９ ４７ ３２５

                           ※２７年度は、平成２７年１１月３０日現在 
 
  ②見学会に関するアンケート集計結果（平成 25 年 12 月～平成 27 年 11 月まで、見学者５８４名） 

質問１ 説明は、わかりやすかったですか？ （回答５４３人） 

 ①わかりやすかった ②普通 ③わかりにくかった 

９１％（４９５人） ９％（４７人） ０％（１人） 
質問２ 説明者の対応はいかがでしたか？ （回答５４４人） 

 ①良い ②普通 ③良くない 

９０％（４９０人） １０％（５３人） ０％（１人） 
質問３ 本日の見学会は、参考になる内容でしたか？（回答５４３人） 

 ①参考になる ②わからない ③参考にならない 

９４％（５１１人） ６％（３２人） ０％（０人） 
 
 
（２）周辺自治区（１９自治区）への情報提供 
  ・平成２７年５月 新自治区長へのごあいさつのため５自治区を訪問 
 
 
（３）ＪＥＳＣＯ地域協議会（平成２５年度設置） 
  ・目的：周辺自治区への情報発信と情報交換を行い、リスクコミュニケーションの推進を図る。 
  ・構成：周辺１９自治区のうち、事業所立地及び隣接の７自治区 

    【樹木自治区、三軒屋自治区、広久手町自治区、広久手自治区、本地新田自治区、深田山

自治区、土橋自治区】 
・会議：平成２７年８月２６日開催 

 
 
（４）豊田ＰＣＢ廃棄物処理事業だよりの発行（毎月１回） 

・平成２７年１１月６日に通算１３９号を発行 
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７ ＰＣＢ廃棄物の地域間移動への対応 

 

（１） 豊田事業対象地域からの搬出実績（7/7～11/30） 

前回の監視委員会以降、豊田事業対象地域から他事業所に搬出された実績は、大阪ＰＣＢ

処理事業所への車載型トランス２台と北九州ＰＣＢ処理事業所への車載型トランス１２

台、安定器等・汚染物８８，２３０ｋｇです。 

・豊田事業対象地域以外から豊田ＰＣＢ処理事業所に搬入された実績はありません。 

 

受入事業所 対象機器 7/7～11/30 搬出実績 搬出実績 累計 

大阪 車載型トランス ２台 ６台 

北九州 車載型トランス １２台 １４台 

北九州 安定器等・汚染物 ８８，２３０ｋｇ ８８，２３０ｋｇ 

 

（２） ＧＰＳを用いた管理（11/30 時点） 

ＪＥＳＣＯ各事業所の事業対象地域間移動を実施するにあたり、運行車両が豊田市内を通

過する際にはＧＰＳ監視を行える体制を整えています。これまでの市内通過実績は以下の

とおりです。 

・東京事業対象地域⇒北九州ＰＣＢ処理事業所（コンデンサ類） 

・豊田事業対象地域⇒大阪ＰＣＢ処理事業所（車載型トランス） 

・豊田事業対象地域⇒北九州ＰＣＢ処理事業所（車載型トランス） 

 

搬出元地域 受入事業所 通過便数 累計 

東京事業対象地域 北九州 ３８便 

豊田事業対象地域 大阪 ３便 

豊田事業対象地域 北九州 １２便 

 

ＧＰＳ監視画面サンプル（4/27 豊田事業対象地域→大阪 豊田市内初回通過時） 
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   全国の状況を表示 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他安全対策 

ア、ＪＥＳＣＯ各事業所では、ＰＣＢ廃棄物を搬入する収集運搬事業者について、国が定めた

高濃度ＰＣＢ収集運搬ガイドライン、豊田市との協定（豊田事業のみ）、各事業所の受入

基準に適合しているかを審査し、適合した収集運搬事業者を認定し搬入を許可していま

す。主な審査項目は以下の通りです。 

・運搬容器の構造 

・運搬容器の運搬車両への固定方法 

・収集運搬従事者への教育体制 

・非常時の連絡体制 

イ、ＪＥＳＣＯ豊田ＰＣＢ処理事業所では、収集運搬計画を立案する際に保管事業者、収集運

搬事業者と連携し、計画的な機器搬入を行っています。 

・収集運搬計画の調整 

・搬入対象機器の情報共有 

・収集運搬ルートの確認 

・天候不良時の運搬計画調整 

ウ、ＪＥＳＣＯ豊田ＰＣＢ処理事業所では、収集運搬時の事故発生を想定した緊急通報訓練を

年 1 回実施しています。緊急通報訓練は東海地区 4 県 7市、ＪＥＳＣＯ本社、収集運搬

事業者が参加して実施しており、本年度は 10 月 9日に実施しました。 
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解体作業

作業デッキ

換気区域

捕捉面

プッシュフード

プルフード

超大型コンデンサ解体時のコンデンサ、給排気設備の配置について

給気風量を4,000m3/hとした場合、制御風速0.2m/s以上を確実に確保できる

捕捉面はW1,200mm×H800mm程度とのメーカー見解。

(この際のプッシュフードからの吹き出し風速は0.7m/s)

【コンデンサの置き方(上図の置き方を基本とする)】

X:コンデンサ高さ方向

Y:コンデンサ幅方向(長い方)

Z:コンデンサ奥行き方向

(短い方)

高さ方向(X)が1,200mmを超える

場合はXとY方向を入れ替える

給気風量：4,000m3/h



11 
 

８ 超大型コンデンサ解体設備概要 

 

豊田事業所では、一定の大きさ形状のコンデンサについては自動解体ラインで処理してきましたが、

それでは処理できない大きさ形状のコンデンサ（特殊形状コンデンサ）等を処理するため、2 回にわた

って施設を改造しました。 

まずは、特殊形状コンデンサ、漏洩コンデンサ、保管容器を処理するために、Ｈ２５年度に、小型ト

ランス解体エリアを中心に特殊コンデンサ解体設備を作りました。 

この改造においては、解体は手作業または半自動で実施しますが、搬送ラインの制約上から解体でき

る寸法は下記に限定されます。 

特殊形状コンデンサ解体設備での取扱い可能範囲 

 

 

 

 

次に、上記の寸法を超えるコンデンサ及び保管容器の存在も確認されていた事から、搬入からすべて

手解体で実施する設備を計画し、トランス解体エリア内に、平成 26 年から 27 年にかけて超超大型コン

デンサ解体設備を作りました。 

 先の特殊形状コンデンサの解体設備では解体の手作業はグローブボックスを通してフード外から 

実施していましたが、超大型コンデンサの解体は、作業員が防護服を着用してフード内で作業をする必

要がある事から、専用の換気装置を設置し、そこで解体作業を実施する仕様としました。 

 

 超大型コンデンサ解体設備の主な設備は下記の通り 

・四方を遮蔽パネルに囲まれた解体ブース 

・ブース内で解体作業を行うための作業台 

・粗洗浄で使用した液を受けるためのオイルパン及び排液装置 

・解体ブース内の作業環境を維持するための換気装置 

・解体ブースへの解体物の搬入・搬出を行うための搬送設備 

 

特に作業環境の悪化を防ぐため、プッシュ・プル型の換気装置で作業者の後ろから清浄な空気を押し

出し、解体場所の汚染空気を反対側で吸い込む形としております。 

これにより、作業環境は概ね 10～20μg／ｍ3 程度の PCB 濃度に抑えています。 

また、コンデンサの風下側に作業者が行かなくても作業ができるよう作業方法を検討し、作業者の被

ばくを防いでいます。さらに、PCB を含んだ油が作業者にかかることが考えられるため、従来より防護

性能の高い防護服と防護マスクを用いることとし、さらにエプロンを付けて作業をすることとしていま

す。 

 

幅 奥行き 全高 重量 

(mm) (mm) (mm) (kg) 

1,050 以下 300 以下 1,300 以下 450 以下 
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９ 処理期限の延長に対応するための中・長期保全計画 

（１）はじめに 

 平成２６年６月、「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画」の変更が行われ、処理期限の延長が決定しました。 

これを受け、今年で操業開始満１０年となる豊田ＰＣＢ処理事業所では、処理事業完了まで以下に

示す２つの目標を立て、プラントメーカーの協力を得て中長期的な視野で設備の保全を計画し、実行

を開始しております。 

● 環境への安全性を確保・維持すること。 

● ＰＣＢの早期処理を実現するため安定操業を維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保全計画方針 

 保全計画は、操業運転終了までを“長期保全計画期間”と定義し、その内直近の３年間を安全・安

定操業継続のための重点整備期間として“中期保全計画期間”と定義しました。 

図-１に時系列的な保全への取り組みイメージを示します。 

 
図－１ 保全の取り組みイメージ 

④セーフティーネット

建屋の負圧維持、排気活性炭 等

③フェイルセーフ

重要計器の二重化、インターロック 等

②操業監視システム

オンラインモニタリング、ＩＴＶ 等

①プロセス安全設計

遮蔽フード、引火点の高い洗浄溶剤 等

安全対策、 

多重防護構造を 

健全に維持 
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①中期保全計画 

長期にわたる設備の使用により機器を構成する部品類の経年的な劣化（変質、摩耗、腐食、疲労等）

による故障増加や配管等の汚れの蓄積による閉塞が想定されます。よって、この中期保全計画で、重

要部品や腐食の傾向がある機器の更新、及び機器、配管内に蓄積した閉塞・腐食の原因ともなりうる

汚れの除去等、“経年劣化対策工事”を計画し、27 年度の春から実行しています。 

平成２７年度春期点検期間中実施の経年劣化対策工事 の例 

①解体機械のモーター、シリンダーの交換 

②空気圧縮機のローター、ベアリングの交換 

③蒸留エリアの閉塞傾向にある配管の交換 

 

②長期保全計画 

これまで約１０年間にわたる運転、日常点検、定期点検等の経験から得られた各設備の状態監視ポ

イントやチェック頻度、メンテナンスの周期等のノウハウに基き、効果的、効率的な日常点検、定期

点検・整備を機器の運転終了まで継続します。 

 

（３）計画策定の手順 

設備・機器毎に重要度、運転期間、運転環境等を整理し、各機器の整備計画を設定しています。 

 以下①～④に計画策定の手順を示します。 

 

①設備分類 

処理施設を設備毎に分類（表－１）し、検討しました。 

 

表―１ 設備分類と構成機器 

設備分類 構成機器 

用役設備 ボイラー、冷却塔、コンプレッサー、 

窒素発生装置、チラーユニット等 

排気処理設備 スクラバー、ポンプ、ファン、外調機、

活性炭吸着槽、オンライン分析計等 

蒸留設備 蒸留塔、リボイラー、熱交換器、 

ポンプ、真空ポンプ等 

洗浄設備 真空超音波洗浄槽、撹拌洗浄槽、ポンプ、

真空ポンプ等 

真空加熱分離設備 真空加熱分離装置、ＶＨスクラバ、副反応

槽、オイル回収塔、ポンプ、真空ポンプ等

解体設備 小型トランス解体設備、大型トランス解

体設備、コンデンサ解体設備等 

電気設備 ＩＴＶ、動力盤、計装制御盤、等 

液処理設備 反応槽、後処理槽、ＳＤ供給機器、 

遠心分離機等 
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②重要度の区分 

機器の機能喪失・性能低下等が安全・安定操業に及ぼす影響の度合いを重要度として評価し、Ａ～

Ｄの４区分（表－２）に分類し、計画策定の指針としました。 

 

表－２ 重要度区分（重要度 Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ） 

機能喪失・性能低下時の影響 重要度区分 

・法令、環境協定の違反（施設外漏洩含む）の懸念があるもの 

・火災発生の懸念があるもの 

・施設内漏洩の懸念があるもの 

・労働災害や作業者のＰＣＢ被ばくの懸念があるもの 

Ａ 

・主要な設備が停止状態又は運転困難となり、施設全体の操業運転

が継続できなくなるもの 

Ｂ 

・機器の単独停止に加え、当該機器前後の関連設備も停止状態又は

運転困難となり、一部の操業運転が継続できなくなるもの 

Ｃ 

・該当機器のみが単独で停止状態となるもの 

・複数系列又は実装予備機があり、操業運転に大きな支障を与えな

いもの 

Ｄ 

 

③運転期間 

現状の保管登録数をもとに処理対象物ごとの目標処理終了時期（表－３）に目途をたて、各機器の

運転終了年度（予定）を設定しました。また、処理運転終了後の施設解体・撤去時にも運転が必要と

考えられる機器は処理運転終了以降も健全性を維持しなければならないと考え、長期保全を計画して

います。 

表－３ 処理対象物ごとの目標処理終了時期 

処理対象物 目標処理終了時期 

・コンデンサ 

・特殊コンデンサ 

Ｈ３０年度 

Ｈ３４年度 

・小型トランス 

・大型トランス 

・車載トランス 

Ｈ３０年度 

Ｈ３０年度 

Ｈ３４年度 

・保管容器 

・ドラム缶 

Ｈ３４年度 

Ｈ３４年度 

            注：現状の保管登録数より目標設定 

 

④運転環境等 

機器毎に、運転温度、運転圧力の他、２４時間連続運転／バッチ運転の区別や腐食環境の有無、蓄

積物の有無等の運転環境を整理し、重要度区分が同区分の場合に、より運転環境の厳しい機器の更新

等を優先できる様にしています。 
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（４）中期・長期保全計画リスト（抜粋） 

 添付に設備毎に抜粋した長期保全計画リストを示します。 

主要部について表－４で説明します。 

 

表－４ 中期・長期保全計画リスト 説明 

 

 

対象機器 重要度 重要度設定理由 整備計画 

熱媒ボイラー 

 

 

（用役設備） 

Ａ 都市ガスを使用していることか

ら、火災が懸念されるため“Ａ”

に設定。 

１回／年の点検を継続する

ことにより健全性を維持。 

運転は施設の解体・撤去時の

除染運転まで必要。 

第３オイルスクラ

バ－ 

 

 

（排気処理設備） 

Ａ プロセス排気中の水分、結露水

等水分が入る機器であり、腐食

による漏洩が懸念されるため

“Ａ”に設定。 

H27 春期に内部点検を行い、

腐食傾向が確認されたため、同

秋期に液相部本体胴を交換。 

 運転は施設の解体・撤去時の

除染運転まで必要。 

オンライン分析計 

＊排気中のＰＣＢ

濃度をモニタリン

グする為の分析計 

（排気処理設備） 

Ａ 機能が喪失すれば、排気中のＰ

ＣＢ濃度が常時監視できず、万

一の場合、環境協定違反となる

事が懸念されるため“Ａ”に設

定。 

１回／年の定期点検継続。さ

らに H28 年度に分析計本体及び

各所サンプリング配管を交換。

運転は施設の解体・撤去時の

除染運転まで必要。 

第 1 蒸留塔 

 

 

 

 

 

（蒸留設備） 

Ｂ 機能喪失すれば再生溶剤を使用

している解体設備、洗浄設備が

運転不能となる。過去の点検整

備の実績から、内部の腐食傾向

は確認されず、漏洩の懸念はな

い事から“Ｂ”に設定。 

本体は１回／２年の点検を

継続。制御系では、圧力伝送器

校正（毎年）と H27 年度にレベ

ル計交換を行います。 

運転は H34 年度の計画的処理

完了までとし、以降は第２蒸留

塔のみで対応。 

第 1 撹拌洗浄槽 

 

 

 

 

（洗浄設備） 

Ａ １２槽あるため、１槽の故障が

操業に与える影響は小さいが、

軸シール部は摩耗により漏洩の

懸念があるため、“Ａ”に設定。

１回／年の定期点検を継続

し、さらに中期保全期間で軸シ

ール部品を交換します。 

運転は槽の数を負荷に合わ

せて絞り込みますが、H34 年度

の計画的処理完了まで必要。 

ＩＴＶ 

＊監視に用いるテ

レビシステム 

（電気設備） 

Ａ 機能が喪失すれば、エリアの異

常、機器の動き、エリア内作業

者の様子を監視できず、労働災

害等につながる事が懸念される

ため“Ａ”に設定。 

中期保全期間で、制御盤内の

機器や液晶部品を交換します。
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（５）最後に 

 豊田ＰＣＢ処理事業所では、従来より年 2 回の定期点検後にその点検結果を踏まえ、次回以降の点

検・改修等の計画を立ててきましたが、今後は今回策定した中長期保全計画をベースに、ＰＤＣＡサ

イクル（下図参照）をまわすことにより適宜見直しを実施し、確実な保全を実施していきます。 

 また、処理運転終了後の施設解体撤去の計画が具体化した時点で、それを踏まえて再度見直しを実

施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 中長期保全計画の策定 

● 日常・定期点検、整備の実施方針 

● 中長期保全計画の見直し 

● 日常・定期点検、整備の実施方針の見直し 

● 実績の評価 

● 点検等を踏まえた機器状態の評価 

P: 計画 

C:評価 A: 対策 

● 中長期保全計画による補修・更新の実施 

● 日常・定期点検、整備の実施 

D:実行 



豊田ＰＣＢ処理事業所　中期・長期保全計画リスト

【表中の注記説明】

（１）保全作業項目 (3)運転予定 (7)設備系内への異物の流入または生成

交換： 新規品や整備品に交換する作業 　運転：○　　　処理運転終了後の撤去工事時も運転が必要：● 　有り：○、　無し：－

点検：

(4)運転パターン (8)中期・長期保全計画の実施手法

整備： 　□：ﾊﾞｯﾁ(間欠）運転、　■：24時間連続運転 　中期保全で経年劣化対策工事として実施：◎　、定期点検として実施：○

校正： (5)運転環境

　△：腐食環境、　▲：高温環境(１００℃超）、－特記なし

(2)重要度区分

機能喪失時の影響により次の様に設定 (6)内封液のＰＣＢ濃度

重要度  区分 　基準値(0.5mg/kg)以上：●、基準値未満：○

法令・環境協定（豊田市）に違反

火災・漏洩・労働災害・被ばく(PCB)

Ｂ 多くの設備が停止状態となり操業運転不可

Ｃ 関連設備も停止状態となり一部の操業運転不可

Ｄ 機器単独停止であり操業運転への影響が小

重要度

区分 H30 H34 H37 運転 温度 圧力 環境 濃度 異物

保全作業項目　(1) KW (2) (3) (4) ℃ Mpa (5) (6) (7) H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

78 1BS-7501A 熱媒ボイラーＡ 1 A ○ ○ ● ■ 300 大気圧 ▲ ○ --
法定点検 / ガス遮断弁整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 　        熱媒油抜き取り/充填、 安全弁交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
           バーナ整備・部品交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
         　バーナキャスタ補修養生工事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
           炉内点検清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　 　　伝熱管肉厚測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熱媒油分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エアーヒータ内部点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
送風機　振動測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
試運転、警報テスト、燃焼調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68-1 1TW-6303 第３オイルスクラバー 1 A ○ ○ ● ■ 7 大気圧 △ ● ○

本体上部　点検 ◎
本体下部(液相部）　交換 ◎
デミスター交換 ◎ ○ （１回／５年）
充填材交換 ◎

82 1AM-6301 NO.1 PCBオンライン分析計 1 A ○ ○ ● ■ 常温 大気圧 -- -- --
分析計（本体）　交換 ◎
サンプリング配管（加熱配管）交換 ◎
点検・調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【用役設備】

【排気処理設備】

目視や寸法、振動測定等により状態に異常ないかを調べる作業。機内清
掃、ボルト増し締め、給脂、ベルトの張り具合調整等の作業含む

付着物除去、摩耗部品・ﾊﾟｯｷﾝ交換等、最小限の分解で消耗品を交換する
作業。損傷部等の補修作業も含む。

測定器が示す値と真の値の関係を調べ、目盛の補正などを行う作業

Ａ

P&ID
NO.

ｴﾘｱ 機器番号
機器名

懸念される機能喪失時の影響

数量 容量 長期保全計画　(8)
備　考中期

運転予定 運転条件

1/2



重要度

区分 H30 H34 H37 運転 温度 圧力 環境 濃度 異物

保全作業項目　(1) KW (2) (3) (4) ℃ Mpa (5) (6) (7) H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

P&ID
NO.

ｴﾘｱ 機器番号
機器名 数量 容量 長期保全計画　(8)

備　考中期

運転予定 運転条件

53 1TW-6101 第１蒸留塔 1 Ｂ ○ ○ ■ 210 真空 ▲ ● ○
自主点検　/　肉厚測定 ○ ○ ○ ○
　　　　　　 浸透探傷 ○ ○ ○ ○
 　　　　　　内部点検（ファイバースコープ使用） ○ ○ ○ ○
　　　　　　 圧力計０点確認 ○ ○ ○ ○
　　　　　　 安全弁交換 ○ ○ ○ ○
圧力伝送器校正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
レベル計交換 ◎
レベル計清掃 ○ ○ （１回／３年）
レベルスィッチ(HH)　清掃・作動確認 ○ ○ （１回／３年）

53 1VP-6101 第１蒸留塔真空ユニット 1 -- Ｂ ○ ○ ■ 80 真空 △ ○ -- 状態に合わせ適時ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ
Vベルト交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オイル交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チャッキ弁点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ドレンフレキの点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
運転確認（異音、振動、真空到達度） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 1TW-6102 第２蒸留塔 1 B ○ ○ ● ■ 147 真空 ▲ ● ○
自主点検　/　肉厚測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　　 浸透探傷 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 　　　　　　内部点検（ファイバースコープ使用） ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　　 圧力計０点確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　　 安全弁交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○
圧力伝送器校正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
レベル計交換 ◎
レベル計清掃 ○ ○ ○ (１回／３年）
レベルスィッチ(HH)　清掃・作動確認 ○ ○ ○ (１回／３年）

54 1VP-6102 第２蒸留塔真空ユニット 1 -- B ● ■ 80 真空 △ ○ -- 状態に合わせ適時ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ
Vベルト交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オイル交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チャッキ弁点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ドレンフレキの点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
運転確認（異音、振動、真空到達度） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 1W-5451 第１攪拌洗浄槽 1 Ａ ○ ○ □ 60 大気圧 -- ● ○
槽・蓋　目視点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
主軸オイルシール　交換 ◎
主軸ベアリング　交換 ◎
Ｖ－ベルト　交換 ◎
回転センサー　交換 ◎
バイブラスィッチ　交換 ◎
各部ボルト増締め ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
脚部/主軸部/ケーシングカバー開閉装置グリスアップ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vベルト張り調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ケーシングカバー開閉確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ケーシングカバー用Oリングﾞ交換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
運転動作点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

－－－－ １式 Ａ ○ ○ ● ■ 常温 大気圧 -- -- --

盤内機器交換 ◎

ITV操作タッチパネル交換 ◎

モニタ交換 ◎ 状態に合わせ適時交換

ITV
【電気設備】

【蒸留設備】

【洗浄設備】
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漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール

１０　漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール
内容 いつまでに 実施者 確認者 ＥＭＳへの反映 対応内容 H26年度実績 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3

外部漏洩リスクの高い作
業の監視の徹底

随時、作業現場の確認を実施。特
に、全作業（約800）のうち、外部漏
洩に結びつくリスクの高い作業を選
定し、当社が責任を持って監視を
徹底する。

継続的に実施 ＪＥＳＣＯ
運転管理課

ＪＥＳＣＯ
運転管理課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・作業予定表
・チェックの方法
・JESCO立ち会い記録
・運転管理課環境管理計画書

・SD受入　35回
・鉱物油受入　17回
・スクラバー油受入　16回
・新溶剤受入　4回
・分析廃水払出　36回
・軽油受入　1回
・廃TCB払出　6回
・廃濃硫酸払出　6回
・分析廃液払出　18回
・分析廃水ｽﾄﾚｰﾅ交換　2回
・排出油払出　4回
・COS油回収　4回
・排気処理設備立上立下　16
回

・4/22の環境推進委員会で
H27環境管理計画書において
「外部漏洩リスク作業立会」が
計画されていることを確認
・SD受入2回、鉱物油1回、ｽｸ
ﾗﾊﾞｰ油2回、新溶剤1回、分析
廃水3回、廃TCB1回、廃濃流
酸1回、分析廃液2回、3-2系
活性炭交換1回

・分析廃水2回、分析廃水ｽ
ﾄﾚｰﾅ交換1回、廃濃硫酸払
出1回、分析廃液1回、排気
処理設備立上2回(1～4
系)、(5,6系)

・SD受入5回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水3回、分析廃液1回、
COS油回収2回、排出油
1回

・SD受入4回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油1回、新溶
剤1回、分析廃水5回、
廃TCB1回、廃濃硫酸1
回、分析廃液2回、排出
油1回、3-2系活性炭交
換1回、3系活性炭交換
1回
・7/22の環境推進委員
会で「外部漏洩リスク作
業立会」が計画通り実
施されていることを確認

・SD受入3回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水5回、廃TCB1回、
分析廃液1回、COS油回
収1回、3-2系活性炭交
換1回

・SD受入2回、鉱物油2回､
ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析廃水
3回、分析廃液2回、COS
油回収1回、新溶剤1回、
排出油1回、3-2系活性炭
交換1回

・SD受入3回、鉱物油1
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水3回、分析廃液2
回、COS油回収1回、廃
TCB 1回、廃濃硫酸1
回、3-2系活性炭交換1
回
・10/20の環境推進委
員会で「外部漏洩リスク
作業立会」が計画通り
実施されていることを確
認

・SD受入3回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油1回、分析
廃水2回、分析廃液2
回、廃TCB 1回、廃濃硫
酸1回、3系活性炭交換
1回

　
○

確認

トラブル検討委員会の定
期開催

委員会を定期的に開催し、漏洩対
策の進捗状況を確認

月１回 JESCO
安全対策課

JESCO所長
TKS社長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・トラブル検討委員会の開催
・開催記録の作成
・安全対策課環境管理計画書

・計10回開催 ・4/22の環境推進委員会で
H26環境管理計画書において
委員会開催が原則毎月計画
されていることを確認
・4/9 トラブル検討委員会開催

・5/14 トラブル検討委員会
開催

・定検中のため開催せず ・7/14 トラブル検討委
員会開催
・7/22の環境推進委員
会でトラブル検討委員
会が計画通り実施され
ていることを確認

・8/11 トラブル検討委
員会開催

・9/11 トラブル検討委員
会開催

・10/15 トラブル検討委
員会開催
・10/20の環境推進委
員会でトラブル検討委
員会が計画通り実施さ
れていることを確認

・11/11 トラブル検討委
員会開催

○  
○

確認

○ ○

各種既存プロジェクトの推
進による漏洩防止対策の
強化

漏洩防止対策は、作業手順等が合
理的か、作業環境に影響は与えな
いか、また、コスト面や工期等各プ
ロジェクトにおける各方面からの検
討が必要であり、既存各プロジェク
トで検討していく。

月１回 プロジェクトリー
ダーは、運転改善
ＰＪがJESCO運転
管理課長、環境安
全ＰＪがJESCO安
全対策課長、全体
ＰＪ総括会議は
JESCO所長

JESCO所長 － ・全体プロジェクト総括会議
・漏洩防止プロジェクト
・運転改善プロジェクト
・環境安全プロジェクト
・設備保全プロジェクト
・作業環境プロジェクト
・各プロジェクトの記録作成

・2回開催
・12回開催
・10回開催
・12回開催
・10回開催
・12回開催

全体プロジェクト総括会議
4/14 開催
漏洩防止プロジェクト会議
4/23 開催
運転改善プロジェクト会議
4/23 開催
環境安全プロジェクト会議
4/24 開催
設備保全プロジェクト会議
4/8 開催
作業環境プロジェクト会議
4/24 開催

-

5/29

-

5/27

-

5/27

-

6/26

6/26

6/25

6/12

6/25

-

7/27

7/24

7/29

7/10

7/29

-

8/31

8/27

8/28

8/6

8/28

-

9/25

9/30

9/28

9/8

9/28

10/15

10/27

10/29

10/28

10/7

10/28

-

11/27

11/25

11/25

11/11

11/25

　
○
－
○
－
○

（定検中）

　
○
○
○
○
○

　
○
○
○
○
○

　
○
○
○
○
○

ＥＭＳを活用した継続的改
善

再生計画以降の各種対策は法的
要求事項と同等の扱いで実施。
2件の事故はEMSにおける不適合
状態と認識し、是正措置又は予防
措置として対策を実施していく。
実施状況については、外部及び内
部監査、レビュー等により確認し必
要な見直しを行い、継続的改善を
図っていく。

継続的に実施 JESCO及びTKS
の全社員

環境安全実施
統括者（JESCO
所長）

環境マニュア
ル全般

・環境マニュアルの改訂
・法的要求事項への取り込み
・各部署の環境管理計画書へ
の反映
・環境推進委員会、レビューで
の確認

・環境推進委員会
      4回開催
・3/19 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ開催

・4/22の環境推進委員会で各
課の環境管理計画に記載され
ている対策内容を確認
・環境安全事務局で4月分の
環境管理計画の実施報告を
取りまとめ

・環境安全事務局で5月分
の環境管理計画の実施報
告を取りまとめ

・環境安全事務局で6月
分の環境管理計画の実
施報告を取りまとめ

・7/22の環境推進委員
会で各課の環境管理計
画に記載されている対
策内容を確認
・環境安全事務局で7月
分の環境管理計画の実
施報告を取りまとめ

・環境安全事務局で8月
分の環境管理計画の実
施報告を取りまとめ

・環境安全事務局で9月分
の環境管理計画の実施
報告を取りまとめ

・10/20の環境推進委
員会で各課の環境管理
計画に記載されている
対策内容を確認
・環境安全事務局で10
月分の環境管理計画
の実施報告を取りまと
め

・環境安全事務局で11
月分の環境管理計画の
実施報告を取りまとめ

○
確認

　

豊田事業部会における検
討

漏洩リスク低減活動の実施状況等
を報告し、意見や助言を得て対策
に反映

必要に応じて
開催する。

JESCO所長 豊田事業部会
各委員

－ ・豊田事業部会開催記録
（資料、議事録）

・豊田事業部会（2回）を開催
し、漏洩リスク低減活動の進
捗、作動油漏洩対策等につ
いて報告

－ －

・6/24事業部会を開催
し、漏洩防止活動の促進
について報告実施 － － － － － ○

全社的なバックアップ体制
の強化

内部技術評価、各種監査の際の安
全対策実施状況の確認に加え、本
社から定期的に事務所へ出向き対
策の実施状況の確認や事業所職
員、TKS社員との意見交換を行う。

定期的に実施 本社事業部 本社役員 － ・トラブル検討委員会等への
出席　　　　　　　　・対応記録

・本社出席回数
　トラブル検討委員会
　　　　10回/10回
　漏洩防止ＰＪ
　　　　12回/12回
　全体ＰＪ会議
       　2回/2回

・4/9のトラブル検討委員会、
及び4/23の漏洩防止ＰＪ会議
に本社アドバイザー等が出席
し、意見交換実施

・5/14のトラブル検討委員
会、及び5/29の漏洩防止Ｐ
Ｊ会議に本社アドバイザー
等が出席し、意見交換実施

・6/26の漏洩防止ＰＪ会
議に本社アドバイザー等
が出席し、意見交換実施

・7/14 のトラブル検討
委員会、及び7/27の漏
洩防止ＰＪ会議に本社
アドバイザー等が出席
し、意見交換実施

・8/11 のトラブル検討
委員会、及び8/31の漏
洩防止ＰＪ会議に本社
アドバイザー等が出席
し、意見交換実施

・9/11のトラブル検討委員
会、及び9/25の漏洩防止
ＰＪ会議に本社アドバイ
ザー等が出席し、意見交
換実施

・10/15のトラブル検討
委員会、及び10/27の
漏洩防止ＰＪ会議に本
社アドバイザー等が出
席し、意見交換実施

・11/11のトラブル検討
委員会、及び11/27の漏
洩防止ＰＪ会議に本社
アドバイザー等が出席
し、意見交換実施

○ ○ ○ ○

漏洩対策プロジェクトチー
ムの設置

TKS社内に漏洩対策プロジェクト
チームを設置し、対策の計画立案
や実施状況の確認、JESCOへの報
告を主導。
注：TKSの漏洩対策プロジェクト
チームはH24年度末で解散。H25年
度からはTKSが新たに設けた安全
品質管理部が事務を継承

継続的に実施 TKS安全品質管理
部長

TKS社長 － ・対策チームの活動内容
・現場立ち会い記録、改善記
録　　　　　　　　　　　　・JESCO
への報告記録

通年実施 ・安全品質管理部漏洩対策ス
タッフが活動継続
（具体的対応は以下の項を参
照）

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

ヒヤリハット気がかり活動
の充実

誤操作事例もＨＨＫ案件として報告
するよう活動要領の指導周知を実
施

継続的に実施 TKS全員 TKS安全品質管
理部長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・活動要領周知の記録
・ヒヤリハット対応記録
・ＴＫＳ環境管理計画書

・H26HHK報告件数
      　150件
・措置状況
<H26案件>
 H27.11月時点での措置未完
了件数：8件(H27 3月時点：
57件)

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において毎月
対応状況が管理されることを
確認
・4/24 環境安全ＰＪでＨＨＫ報
告案件の検討状況を説明
・4月度のＨＨＫ報告件数：7件
（累計対策実施件数：4件/7
件）

・5/27 環境安全ＰＪでＨＨＫ
報告案件の検討状況を説
明
・5月度のＨＨＫ報告件数：
15件
（累計対策実施件数：4件
/22件）

・6/25 環境安全ＰＪでＨ
ＨＫ報告案件の検討状
況を説明
・6月度のＨＨＫ報告件
数：4件
（累計対策実施件数：13
件/26件）

・7/29 環境安全ＰＪでＨ
ＨＫ報告案件の検討状
況を説明
・7月度のＨＨＫ報告件
数：10件
（累計対策実施件数：19
件/36件）
・7/22の環境推進委員
会でHHKの対応状況が
毎月管理されていること
を確認

・8/28 環境安全ＰＪでＨ
ＨＫ報告案件の検討状
況を説明
・8月度のＨＨＫ報告件
数：15件
（累計対策実施件数：26
件/51件）

・9/28 環境安全ＰＪでＨＨ
Ｋ報告案件の検討状況を
説明
・9月度のＨＨＫ報告件数：
6件
（累計対策実施件数：39
件/57件）

・10/28 環境安全ＰＪで
ＨＨＫ報告案件の検討
状況を説明
・10月度のＨＨＫ報告件
数：11件
（累計対策実施件数：
47件/68件）
・10/20の環境推進委
員会でHHKの対応状況
が毎月管理されている
ことを確認

・11/25 環境安全ＰＪで
ＨＨＫ報告案件の検討
状況を説明
・11月度のＨＨＫ報告件
数：11件
（累計対策実施件数：58
件/79件）

　
○

確認

操作禁止札の運用の遵守 共通手順書（「さわるな札」の取扱
いなど）のうち、業務規程「操作禁
止札の取扱い」の見直しを行い、全
員に教育を実施。今後も、運用の
徹底を指導していく。

継続的に実施 JESCO全員
TKS全員

JESCO所長
TKS社長

－ ・業務規定「操作禁止札の取り
扱い」　改訂済
・教育記録（全体教育、新人教
育）

・安全セミナーで「バルブ開
閉札と操作禁止札の取扱
い」について教育実施
・災害防止協議会（2回）で点
検工事業者に「操作禁止札
の運用の遵守」を徹底

・4/27 災害防止協議会で点検
工事業者に「操作禁止札の運
用の遵守」を徹底

- - - - - - -

誤操作防止のための指差
呼称の有効活用

・定期的な指差呼称の目的を再確
認される教育の定期的実施
・「指差呼称シート」の取り替え、掲
示場所の見直し

定期的に実施 TKS各グループ JESCO所長
TKS社長

－ ・指差呼称教育計画、記録
・指差呼称シートの表示リスト

・安全品質管理部が通年実
施

・安全品質管理部スタッフが作
業立会時に、指差呼称に係る
教育を継続的に実施

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

作業グループによる漏洩リ
スクに係る危険予知（ＫＹ）
活動の実施

毎日１件づつグループリーダー又
は職長が予想し、回避策を運転員
に周知する活動を実施

継続的に実施 TKS作業者全員 TKS社長 － ・ＫＹ活動の実施記録（ＫＹシー
ト、周知記録）

・ＫＹ総活動記録7,424件（内漏
洩リスク件数：3,667件）

・ＫＹ総活動記録604件（内漏
洩リスク件数：291件）

・ＫＹ総活動記録455件（内
漏洩リスク件数：191件）

・ＫＹ総活動記録637件
（内漏洩リスク件数：327
件）

・ＫＹ総活動記録655件
（内漏洩リスク件数：336
件）

・ＫＹ総活動記録619件
（内漏洩リスク件数：290
件）

・ＫＹ総活動記録584件（内
漏洩リスク件数：303件）

・ＫＹ総活動記録612件
（内漏洩リスク件数：289
件）

・ＫＹ総活動記録597件
（内漏洩リスク件数：287
件）

対策チームメンバーによる
現場教育の改善

安全品質管理部が現場に立会、Ｋ
Ｙ活動の周知徹底を確認し、コメン
トすることにより現場にフィードバッ
ク

継続的に実施 TKS安全品質管理
部

TKS安全品質管
理部長

－ ・H25年度は全作業立会い
・H26年度は想定を除く全作業
立会い
・現場立ち会い記録、改善記
録

・安全品質管理部立会確認
件数：581作業
・SKS立会確認件数：9作業

・安全品質管理部が44作業の
立会確認実施

・安全品質管理部が36作業
の立会確認実施

・安全品質管理部が45
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が55
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が29
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が21作
業の立会確認実施
・SKSが分析作業につい
て立会い確認実施

・安全品質管理部が31
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が28
作業の立会確認実施

ヒューマンエラー防止につ
いての講習会の開催

ＳＫＳの安全品質環境部から講師
を招いて講習会を開催

定期的に実施 TKS安全品質管理
部

TKS社長 － ・ヒューマンエラー防止講習会
の開催

・合計7日間,11回開催 ・TKSが教育実施計画を策定
（ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防止講習会を安
全ｾﾐﾅｰとして6月、1月に開催
予定）

-

6/10,17 「ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防
止対策について」ｾﾐﾅｰ
実施

- - - - -
         ○
（セミナー開
催）

項目
１）　①

１）　②

２）

（１）安
全管
理体
制の
強化

継続実施

TKS安全品質管理部が継続実施（担当者が１件/

週を目標とし立会い）

TKS安全品質管理部が継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

環境マネジメントシステム（EMS）とし
て 組み込み、既に管理している



漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール

内容 いつまでに 実施者 確認者 ＥＭＳへの反映 対応内容 H26年度実績 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3項目
保全整備後の運転再開の
ための当社によるチェック
のルール化

保全整備後の運転再開時は
JESCOがチェックした後TKSに指示
するルールとした。特に、排気処理
設備については、チェックシートに
より再チェックを実施。また、ＰＣＢ
濃度等の測定を実施し、性能確認
を行うルールとした。

継続的に実施 JESCO設備保全
課又は運転管理
課

JESCO
運転管理課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・運転再開時のJESCOの
チェック方法、チェック記録（指
示記録）
・運転再開指示ルールの徹底
・排気処理設備チェックシート
作成
・チェックシートによる確認記
録
・ベンゼン濃度分析記録
・環境管理計画書

・3系 3回、2系・4系・5系 各1
回、3-3系1回、3-2系 7回の
活性炭交換時にJESCOが
チェックシートで再チェック

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「活性
炭交換作業後の運転再開
チェックが管理されることを確
認
・4/22 活性炭を交換した3-2
系排気処理設備について
JESCOがチェックシートにより
再チェックを実施し、運転再開
を指示

・定期点検で活性炭を交換
した1系及び6系排気処理設
備についてJESCOがチェッ
クシートにより再チェックを
実施し、運転再開を指示

活性炭交換作業なし ・7/2 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示
7/27実施した３系活性
炭交換についても同様
・7/22の環境推進委員
会で「活性炭交換作業
後の運転再開のチェッ
ク」が確実に実施されて
いることを確認

・8/7 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示

・9/16 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備につ
いてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指示

・10/29 活性炭を交換し
た3-2系排気処理設備
についてJESCOが
チェックシートにより再
チェックを実施し、運転
再開を指示
・10/20の環境推進委
員会で「活性炭交換作
業後の運転再開の
チェック」が確実に実施
されていることを確認

・11/6 活性炭を交換し
た3系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示 　

○
確認

安全審査会の対象の拡充 審査対象に、従来からの火気使
用、高所及び酸欠の各作業に加
え、過去に事故が発生したことのあ
る設備又は類似設備の点検工事を
追加

対象案件の工
事実施前

JESCO設備保全
課、TKS関係グ
ループ、工事業者

JESCO
設備保全課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・監督標準の改正、周知
・安全審査会開催記録（過去
の事故情報の周知含む）
・設備保全課環境管理計画書

・安全審査会54回開催 ・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書で「安全審査
会」が管理されることを確認
・安全審査会 8回開催

・安全審査会 4回開催 ・安全審査会 １回開催 ・安全審査会 １回開催
・7/22の環境推進委員
会で「安全審査会」が確
実に実施されていること
を確認

・安全審査会 3回開催 ・安全審査会 3回開催 ・安全審査会 2回開催
・10/20の環境推進委
員会で「安全審査会」が
確実に実施されている
ことを確認

・安全審査会 11回開催

　
○

確認

外部漏洩対応手順の再確
認

漏洩訓練の実施等により再確認す
る。

毎年度グルー
プ毎に実施

各グループ 各グループ長 環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・漏洩訓練実施計画
・漏洩訓練実施報告
・ＴＫＳ環境管理計画書

・液体漏洩対応訓練：16回実
施

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「液体
漏洩時緊急対応訓練」が計画
されることを確認

－

・液体漏洩対応訓練の
計画を立案

・7/3～7/29にかけて18
回液体漏洩対応訓練実
施
・7/16の環境推進委員
会で「液体漏洩対応訓
練」が計画通り実施され
ていることを確認

－ － － －
　
○

確認

関係機関等への連絡 豊田市等関係者に対して速やかな
連絡・公表を行う。夜間又は休日に
事故が発生した場合における連絡
先等について、市と協議の上報告・
公表基準を見直しを行い、JESCO
及びTKSの管理職に対する教育を
徹底する。

速やかに JESCO所長又は
安全対策課長

各機関の担当
者

－ ・報告・公表基準の見直し
・教育の記録

・「豊田PCB処理事業所にお
けるトラブル等の発生時にお
ける報告・公表基準」に基づ
き、豊田市へ状況の報告等
を実施

－ － － － － － － －

１） 作業面からの漏洩リスクの
評価

TKSが作業手順書を確認し、漏洩
の可能性のある作業を抽出。
JESCOは外部漏洩リスクの高い作
業を選定し、立会確認を実施

継続的に実施 JESCO
運転管理課員
TKS
安全品質管理部

JESCO
運転管理課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・漏洩の可能性のある作業を
抽出済
・JESCO立ち会い記録
・環境管理計画書

・SD受入　35回
・鉱物油受入　17回
・スクラバー油受入　16回
・新溶剤受入　4回
・分析廃水払出　36回
・軽油受入　1回
・廃TCB払出　6回
・廃濃硫酸払出　6回
・分析廃液払出　18回
・分析廃水ｽﾄﾚｰﾅ交換　2回
・排出油払出　4回
・COS油回収　4回
・排気処理設備立上立下　16
回

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「外部
漏洩リスク作業立会」が管理さ
れることを確認
・SD受入2回、鉱物油1回、ｽｸ
ﾗﾊﾞｰ油2回、新溶剤1回、分析
廃水3回、廃TCB1回、廃濃流
酸1回、分析廃液2回、3-2系
活性炭交換1回

・分析廃水2回、分析廃水ｽ
ﾄﾚｰﾅ交換1回、廃濃硫酸払
出1回、分析廃液1回、排気
処理設備立上2回(1～4
系)、(5,6系)

・SD受入5回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水3回、分析廃液1回、
COS油回収2回、排出油
1回

・SD受入4回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油1回、新溶
剤1回、分析廃水5回、
廃TCB1回、廃濃硫酸1
回、分析廃液2回、排出
油1回、3-2系活性炭交
換1回、3系活性炭交換
1回
・7/22の環境推進委員
会で「外部漏洩リスク作
業立会」が計画通り実
施されていることを確認

・SD受入3回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水5回、廃TCB1回、
分析廃液1回、COS油回
収1回、3-2系活性炭交
換1回

・SD受入2回、鉱物油2回､
ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析廃水
3回、分析廃液2回、COS
油回収1回、新溶剤1回、
排出油1回、3-2系活性炭
交換1回

・SD受入3回、鉱物油1
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油2回、分析
廃水3回、分析廃液2
回、COS油回収1回、廃
TCB 1回、廃濃硫酸1
回、3-2系活性炭交換1
回                           ・
10/20の環境推進委員
会で「外部漏洩リスク作
業立会」が計画通り実
施されていることを確認

・SD受入3回、鉱物油2
回､ｽｸﾗﾊﾞｰ油1回、分析
廃水2回、分析廃液2
回、廃TCB 1回、廃濃硫
酸1回、3系活性炭交換
1回 　

○
確認

個々の作業に対策チームが立会、
漏洩リスクの内容等を確認の上、
手順書の内容を吟味し、ＴＫＳが手
順書の改訂が必要と判断した場合
には、TKSが改定案を作成し、
JESCOが承諾

手順書改訂済
み（今後作業
手順等変更が
生じた場合に
は手順書を改
訂する。）

TKS各グループ JESCO
運転管理課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・対策チームの立ち会い記録
・全作業手順書改訂済
・作業手順書の改訂記録
・ＴＫＳ環境管理計画書

　
○

確認

手順書に、①１人作業禁止か否
か、②ダブルチェックの方法を明
記。また、①作業目的、②手順書ど
おり作業を行わなかった場合の問
題点、③フロー図等を加筆

継続的に実施 TKS各グループ TKS漏洩対策プ
ロジェクトチーム
リーダー

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・全作業手順書改訂済
・作業手順書の改訂記録
・ＴＫＳ環境管理計画書

　
○

確認
「一人作業問いかけシート」、「ダブ
ルチェック規程」を定め、操作内容
を記録に残し、定期的に確認する。

継続的に実施 TKS各グループ TKS安全品質管
理部長

－ ・実施記録及び確認の記録 ・安全品質管理部立会確認
件数：581作業
・JESCO立会確認件数：413
作業

・安全品質管理部が44作業の
立会確認実施
・JESCOによる手順書遵守現
場立会確認 33件

・安全品質管理部が36作業
の立会確認実施
・JESCOによる手順書遵守
現場立会確認26件

・安全品質管理部が45
作業の立会確認実施
・JESCOによる手順書遵
守現場立会確認47件

・安全品質管理部が55
作業の立会確認実施
・JESCOによる手順書
遵守現場立会確認52件

・安全品質管理部が29
作業の立会確認実施
・JESCOによる手順書
遵守現場立会確認46件

・安全品質管理部が21作
業の立会確認実施
・JESCOによる手順書遵
守現場立会確認40件

・安全品質管理部が31
作業の立会確認実施
・JESCOによる手順書
遵守現場立会確認44
件

・安全品質管理部が28
作業の立会確認実施
・JESCOによる手順書
遵守現場立会確認44件

安全品質管理部が漏洩リスクの高
い作業から優先的に立会確認。
JESCOは立会又は記録により確認

継続的に実施 TKS安全品質管理
部

TKS漏洩対策プ
ロジェクトチーム
リーダー

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・ＴＫＳ対策チーム立ち会い記
録
・JESCO立ち会い記録
・環境管理計画書

・安全品質管理部立会確認
件数：581作業
・SKS立会確認件数：9作業

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「漏洩
対策スタッフによる現場教育
の改善」が管理されることを確
認
・安全品質管理部が44作業の
立会確認実施

・安全品質管理部が36作業
の立会確認実施

・安全品質管理部が45
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が55
作業の立会確認実施
・7/22の環境推進委員
会で「漏洩対策スタッフ
による作業立会い」が計
画通り実施されているこ
とを確認

・安全品質管理部が29
作業の立会確認実施

・安全品質管理部が21作
業の立会確認実施

・安全品質管理部が31
作業の立会確認実施
・10/20の環境推進委
員会で「漏洩対策スタッ
フによる作業立会い」が
計画通り実施されてい
ることを確認

・安全品質管理部が28
作業の立会確認実施

　
○

確認

手順書どおり作業するとともに、設
備改善等の提案能力を身につける
ため、TKSの作業員は毎月１回作
業に係る報告書を提出する。
報告書に記載された設備改善提案
は、TKSで一次判断を行った上で
JESCOに提出されるので、採用可
否を判断する。
作業手順改善提案は、TKSで改訂
案を作成し、JESCOが確認の上承
諾する。

継続的に実施 TKS全社員 JESCO
設備保全課長
及び運転管理
課長

－ ・手順書再確認活動の記録
・提案内容のリスト化
・その後の対応記録
・H27年度は入社、若しくは配
置転換３年目までの新人が手
順書を再確認

・総再確認件数：6,685件 ・4月第1週で実施
延べ237件再確認実施

・5月第1週で実施
延べ225件再確認実施

・6月第1週で実施
延べ279件再確認実施

・7月第1週で実施
延べ283件再確認実施

・8月第1週で実施
延べ279件再確認実施

・9月第1週で実施
延べ301件再確認実施

・10月第1週で実施
延べ265件再確認実施

・11月第1週で実施
延べ288件再確認実施

全手順書に沿って職場に潜在する
危険有害要因を特定しリスクを見
積もり残留リスクとして管理する

継続的に実施 TKS全社員 運転部長
安全品質管理
部長

－ ・H27年4月取り組み開始
・リスクアセスメント活動実施

・RA活動の試験運用の開始 ・28作業についてRA実施 ・28作業についてRA実施 ・28作業についてRA実
施

・28作業についてRA実
施

・28作業についてRA実
施

・8月提出分までのRAの
見直し

・8月提出分までのRA
の見直し

・8月提出分までのRAの
見直し

改訂手順書の教育及び遵守の徹
底を指導

手順書改訂の
都度

TKS各グループ TKS各グループ
長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・教育の記録
・ＴＫＳ環境管理計画書

・総報告件数：633件 ・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「作業
手順書の管理」が計画される
ことを確認
・TKSからJESCOへの教育記
録報告件数99件

・TKSからJESCOへの教育
記録報告件数171件

・TKSからJESCOへの教
育記録報告件数253件

・TKSからJESCOへの
教育記録報告件数28件
・7/22の環境推進委員
会で「改定手順書の教
育」が計画通り実施され
ていることを確認

・TKSからJESCOへの
教育記録報告件数29件

・TKSからJESCOへの教
育記録報告件数70件

・TKSからJESCOへの
教育記録報告件数76
件　    ・10/20の環境推
進委員会で「改定手順
書の教育」が計画通り
実施されていることを確
認

・TKSからJESCOへの
教育記録報告件数21件

　
○

確認

事故発生場所における表
示

・過去の事故発生場所に周知させ
るための表示を掲示
・外部に繋がるバルブにその旨を
表示
・ＳＤ剤受入認定作業名一覧を現
場に掲示

13/３末 TKS各グループ TKS社長 － ・過去の事故発生場所の表示
・外部に繋がるバルブ等の表
示
・認定作業者の表示

・新たに注意喚起表示を4箇
所に設置

・分析室「ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ内火
災」発生現場へ注意喚起表示
を実施

- - - - -

・作動油漏洩ﾄﾗﾌﾞﾙの表
示見直し、並びに「大型
ﾄﾗﾝｽ解体作業中での
左手負傷」の注意喚起
表示を新たに設置

-

・教育計画
・研修記録

・ＳＤ剤受入作業に係る研修
を計22回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る研修
を2回実施 -

・ＳＤ剤受入作業に係る
研修を4回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る
研修を4回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る
研修を3回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る研
修を2回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る
研修を3回実施

・ＳＤ剤受入作業に係る
研修を3回実施

 ・9月度のJESCO手順書
承諾件数：170件（新規：3
件、改訂：129件、確認：37
件、廃版：1件）

研修実施時研修を行う際には専任の教育者を
付ける。

 ・8月度のJESCO手順
書承諾件数：3件（改訂：
3件）

 ・6月度のJESCO手順書
承諾件数：41件（新規：2
件、改訂：38件、確認：1
件）

TKS各グループ TKS各グループ
長

 ・7月度のJESCO手順
書承諾件数：58件（改
訂：27件、確認：31件）
・7/22の環境推進委員
会で「作業手順書の点
検」が計画通り実施され
ていることを確認

 ・5月度のJESCO手順書承
諾件数：59件（新規：2件、改
訂：51件、確認：6件）

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「作業
手順書の点検」が管理される
ことを確認
・4月度のJESCO手順書承諾
件数：78件（改訂：63件、確認：
14件、廃版：1件）

・JESCO手順書承諾総件数
854件
・内訳
　　新規　34件
　　改訂　675件
　　確認　121件
　　廃版　24件

－

３） 作業手順書の遵守を徹底
するための作業の点検等

作業手順書の総点検とそ
れを踏まえた改訂

３）

 ・11月度のJESCO手順
書承諾件数：36件（新
規：2件、改訂：25件、確
認：9件）

 ・10月度のJESCO手順
書承諾件数：36件（改
訂：22件、確認：13件、
廃版：1件）
・10/20の環境推進委
員会で「作業手順書の
点検」が計画通り実施
されていることを確認

構造的
原因に
対する
対策の
実施

４）

研修者への教育方法の見
直し

２）

（２）作
業面
からの
漏洩リ
スクの
評価
及び
対策

活性炭交換の度に実施

継続実施

ＪＥＳＣＯは該当作業に立ち会い継続

TKS安全品質管理部が継続実施

TKS安全品質管理部が継続実施

TKS安全品質管理部が継続実施

TKS安全品質管理部が継続実施

継続実施

継続実施（１件/班・月を目標に取り組み）

該当者へ継続実施



漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール

内容 いつまでに 実施者 確認者 ＥＭＳへの反映 対応内容 H26年度実績 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3項目
・新人入構教育
・新人現場OJT教育（完了）

・入構教育23名実施
・新人現場OJT教育実施（解
体班：1名、ｺﾝﾃﾞﾝｻ班：1名、液
処理班：1名、除染班：3名、除
染搬送班：2名、分析班：2名）

・入構教育18名実施
・新人現場OJT教育実施（除
染搬送班：2名）

・入溝教育なし
・新人現場OJT教育実施（ト
ランス班：2名）

・入構教育4名実施　 ・入構教育8名実施　 ・入構教育なし
・新人現場OJT教育実
施（ﾄﾗﾝｽ班：1名、除染
班：1名、除染搬送班：1
名））

・入構教育1名実施
・新人現場OJT教育実施
（受入班：2名、除染班：3
名、液処理班：1名、分析
班：2名）

・入構教育2名実施
・新人現場OJT教育実
施（液処理班：3名、除
染搬送OP：1名）

・入構教育なし
・新人現場OJT教育実
施（解体班：1名）

１） 漏洩潜在リスク低減に関
するプロジェクトによるリス
ク評価

漏洩防止プロジェクトを設置し、ＰＣ
ＢはもちろんＰＣＢを含まない液体
も含めて漏洩リスクシナリオを作成
し、シナリオ毎の漏洩潜在リスクの
評価を実施。また、第三者の意見
聴取を実施。

13/３末 ＳＫＳ（神鋼環境ソ
リューション）及び
KBT（クボタ環境
サービス）に委託

JESCO
運転管理課長

－ ・漏洩防止プロジェクト記録
・対策記録

・漏洩防止プロジェクト会議
12回開催

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「漏洩
防止プロジェクトが毎月開催」
が計画されていることを確認
・4/14にプロジェクト総括会議
を開催。H26の活動結果を確
認
・4/23に漏洩防止プロジェクト
会議を開催

・5/29に漏洩防止プロジェク
ト会議を開催

・6/26に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催

・7/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催

・8/31に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催

・9/25に漏洩防止プロジェ
クト会議を開催

・10/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催

・11/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催

○ ○ ○ ○

２） 誤操作防止のための設備
対策

３－２系以外の排気活性炭吸着槽
のバイパス管のバルブの操作ハン
ドルを取り外し

実施済み JESCO
運転管理課員

JESCO
運転管理課長

－ ・実施済 ・フォークリフト後方衝突防止
装置を設置 - - - - - - - -

３）① 漏洩検知器の活用 分析廃水払出箇所等３箇所に漏洩
検知器を設置。設置した漏洩検知
器は、定期点検毎に機能点検を行
う。

実施済み JESCO
設備保全課員

JESCO
設備保全課長

－ ・漏洩検知器設置済
・漏洩検知器点検記録

・漏洩検知器総数（ｾﾝｻｰ）
134箇所
・定期点検時に全て点検実
施
・特ｺﾝｴﾘｱに27箇所増設

-

・定期点検期間中に135箇
所の漏洩検知器を点検
（1箇所追加）

- - -

・超大型特ｺﾝｴﾘｱに5箇所
増設

- - ○

３）② ＳＤ剤送液ホースにカバー
取り付け

経年劣化による万一の破損対策と
してカバーを取り付け

実施済み ＴＫS受入班 JESCO
運転管理課長

・実施済
・フレキホースの定期交換

・ＳＤ送液ホースの更新等の
対応実施 - - - - - - - -

４） 不要設備等からの漏洩防
止対策

漏洩の可能性のある使用頻度の低
い又は不要設備に閉止措置を実施
注：H25.3までに不要設備280箇所
中179箇所の閉止措置を実施済み

Ｈ２６年５月 JESCO
設備保全課員又
は運転管理課員
TKS運転部員

JESCO
設備保全課長
又は運転管理
課長
TKS運転部長

－ ・該当設備のリストアップ
・対策実施記録

・H26年5月の定検で全て対応
済み（全266箇所）

- - - - - - - -

① ＳＤ剤受入作業に係る
チェック体制の強化

受入作業にJESCO職員が立会
チェックしながら受入を実施。受入
作業後に、TKSが実績記録を作成
する。

継続的に実施 ＴＫS受入班 JESCO
運転管理課長
TKS受入払出グ
ループ長

－ ・ＴＫＳチェック記録
・JESCOチェック記録

・SD剤総受入回数
        35回
・全て立会確認を実施

・ＳＤ剤2回受入作業を立会確
認

・SD受入なし ・ＳＤ剤5回受入作業を立
会確認

・ＳＤ剤4回受入作業を
立会確認

・ＳＤ剤3回受入作業を
立会確認

・ＳＤ剤2回受入作業を立
会確認

・ＳＤ剤3回受入作業を
立会確認

・ＳＤ剤3回受入作業を
立会確認

② ＳＤ剤受入の手順書の改
訂

・作業指揮者を作業責任者に名称
変更
・ドレンポット圧抜き弁（Ｖ-10）を閉
じる手順を追加
・１工程毎にチェックし、ステップ毎
にバルブ状態をダブルチェック
・作業中のドレンポット周辺の監視

改訂済み TKS安全品質管理
部

JESCO
運転管理課長

－ ・手順書改訂済
・チェック記録

・ＳＤ受入室デッキ等改修工事
完了に伴う作業手順書の改定
を遅滞なく実施

- - - - - - - -

③ 漏洩検知器の増設等 ドレンポット圧抜き管の下に設置し
た大型トレイに漏洩検知器を設置

設置済み JESCO
設備保全課

JESCO
設備保全課長

－ ・設置済
・定期点検時に点検 - - - - - - - - -

④ バルブハンドルの一体化 送液バルブとドレンポット方向のバ
ルブの操作ハンドルを一体化し、両
方のバルブが同時に開にならない
措置を実施

措置済み JESCO
運転管理課員

JESCO
運転管理課長

－ ・実施済
・定期点検時に点検

・措置済み

- - - - - - - -

① 活性炭交換工事時におけ
る運転再開のためのルー
ル化

活性炭交換後の運転再開時は、
JESCOがチェックシートにより再
チェックを実施した後、ＴＫＳに指示
をするルールとする

活性炭交換の
都度

JESCO
設備保全課

JESCO
運転管理課長

－ ・JESCOチェックシートの作成
・チェック記録
・環境管理計画書

・3系 3回、2系・4系・5系 各1
回、3-3系1回、3-2系 7回の
活性炭交換時にJESCOが
チェックシートで再チェック

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「交換
後の運転再開チェック」が管理
されることを確認
・4/22 3-2系活性炭交換実
施。ＪＥＳＣＯがチェックシート
により確認し、運用再開を指
示

・定期点検で活性炭を交換
した1系及び6系排気処理設
備についてJESCOがチェッ
クシートにより再チェックを
実施し、運転再開を指示

・活性炭交換作業なし ・7/2 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示
7/27実施した３系活性
炭交換についても同様
・7/22の環境推進委員
会で環境管理計画書に
おいて「交換後の運転
再開チェック」が管理さ
れることを確認

・8/7 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示

・9/16 活性炭を交換した
3-2系排気処理設備につ
いてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指示

・10/29 活性炭を交換し
た3-2系排気処理設備
についてJESCOが
チェックシートにより再
チェックを実施し、運転
再開を指示
・10/20の環境推進委
員会で環境管理計画書
において「交換後の運
転再開チェック」が管理
されることを確認

・11/6 活性炭を交換し
た3系排気処理設備に
ついてJESCOがチェック
シートにより再チェックを
実施し、運転再開を指
示

　
○

確認

② バイパス弁の誤操作防止
対策

バイパス管のバルブを固定又は操
作ハンドルを取り外し

対策済み JESCO
運転管理課

JESCO
運転管理課長

－ ・実施済 ・措置済み - － － － － － － －

③ ベンゼン濃度測定 液処理排気を対象とした活性炭吸
着槽の活性炭交換後のベンゼン濃
度測定を手順書に明記。

活性炭交換の
都度

ＴＫＳ液処理班 JESCO
運転管理課長

－ ・ベンゼン濃度測定記録 ・3-2系排気処理設備の活性
炭交換 7回
・交換後には全て健全性確
認のためのﾍﾞﾝｾﾞﾝ測定を実
施

・4/22 3-2系活性炭交換後ﾍﾞﾝ
ｾﾞﾝ濃度測定実施

・活性炭交換作業なし ・活性炭交換作業なし ・7/2 3-2系活性炭交換
後ﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測定実施

・8/7 3-2系活性炭交換
後ﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測定実施

・9/16 3-2系活性炭交換
後ﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測定実施

・10/29 3-2系活性炭交
換後ﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測定実
施

・活性炭交換作業なし

ネジ配管継手（ニップル）
の更新

当該ネジ配管継手については、強
度の高いものに交換するとともに、
各設備のネジ継ぎ手使用実態を調
査し、対策を検討する。

－ ・2回/年の定検でネジ配管継
手部の交換実施し、腐食等の
異常は無く、健全性を確認 －

・定検でネジ配管継手部の
交換実施

－ － － － － －

通路ではない場所を通行
し、又は狭い場所に入って
行う作業に対する対策

通行等の実態を調査し、対策を検
討する。

－ ・適宜改善実施継続

－ － － － － － － －

金属被覆油圧ホース（３箇
所）への改造

振動抑制策として、素子裁断部直
近の作動油の固定配管（計３箇所）
を金属被覆油圧ホースに変更

H27.2末まで ＳＫＳ（神鋼環境ソ
リューション）に委
託

JESCO
設備保全課長

－ ・金属被覆油圧ホースへの変更 ・振動抑制対策である金属被
覆油圧ホースへの変更完了

－

・5/31 配管サポートをＵバ
ンドから硬質樹脂性ブッ
シュタイプへ変更（最大振
幅値は0.25から0.17mmに低
減）

－ － － － － －

作動油抜き取り作業 今後使用しない油圧装置（4台）の
作動油抜き取り実施

H26.12末まで ＳＫＳ（神鋼環境ソ
リューション）に委
託

JESCO
設備保全課長

－ ・作動油抜き取り作業 ・未使用油圧装置の作動油抜
き取り作業完了

－

・使用しない設備への油圧
配管閉止措置実施

－ － －

・大トラ開梱装置リフタ油
圧ユニット撤去について
検討継続

・大トラ開梱装置リフタ
油圧ユニット撤去につ
いてＳＫＳより実施案提
示

－

その他装置での作動油漏
洩防止対策

水平展開として、その他油圧装置
（22台）作動油配管継手部の定期
点検

継続的に実施 ＳＫＳ（神鋼環境ソ
リューション）に委
託

JESCO
運転管理課長

－ ・油圧装置（22台）作動油配管
継手部の定期点検

・計画していた作動油系統の
継手部滲み調査、マーキン
グ、振動調査等を実施

・5月度定検での計画を検討、
立案実施

・計画していた油圧装置作
動油配管継手部の点検実
施
・油圧装置（2台）の作動油
を新品に交換（1/5程度のＰ
ＣＢ濃度低減効果を確認）

－ － － － － －

非定常作業の手順 非定常作業フローシートに従い、事
前に関係者が集まり、作業内容の
確認、ＫＹ、責任者、仕事の分担等
をホワイトボードに記録した後、作
業を実施。

継続的に実施 JESCO及びTKS
の関係者

JESCO運転管
理課長、設備保
全課長

－ ・ホワイトボード記録 ・非定常作業におけるKY実
施総数：730件

・ホワイトボードを用いたＫＹ活
動：41件実施

・ホワイトボードを用いたＫＹ
活動：79件実施

・ホワイトボードを用いた
ＫＹ活動：39件実施

・ホワイトボードを用い
たＫＹ活動：43件実施

・ホワイトボードを用い
たＫＹ活動：35件実施

・ホワイトボードを用いた
ＫＹ活動：30件実施

・ホワイトボードを用い
たＫＹ活動：32件実施

・ホワイトボードを用い
たＫＹ活動：24件実施

発注仕様書へ気密試験実
施を記載

・点検施工業者に対する発注仕様
書に点検後の気密試験実施を記載
・気密試験は、業者が事前に実施
要領を作成し、JESCO等が内容を
確認の上実施

継続的に実施 JESCO設備保全
課

JESCO監督員 － ・発注仕様書
・実施要領

・定期点検、他点検・補修工事
後に確実に実施

・仕様書に点検後の気密試験
実施を明記した上で、工事発
注

・定期点検後の気密試験
は、事前に運転連絡票で確
認の上、確実に実施

・工事後の気密試験は、
事前に運転連絡票で確
認の上、確実に実施（大
トラ改造工事にて実施）

・工事後の気密試験
は、事前に運転連絡票
で確認の上、確実に実
施（7/27液処理排気冷
却器整備で実施）

・8月度は該当案件なし ・9月度は該当案件なし ・10月度は該当案件な
し

・11月度は該当案件な
し

表示の見直し等 最新手順書の現場備え置き及び掲
示、法的義務付けのある表示の更
新

継続的に実施 TKS TKS運転部長 － ・対応済み ・人事異動に伴い担当分担表
を見直し掲示

－ － － － － － －

真空加熱Ｂ炉の油回転真空
ポンプからの潤滑油漏洩を
受けて実施した対策

素子裁断装置油圧配管から
の作動油漏洩を受けて実施
した対策

３．直接
的原因
への対
策の実
施

１）ＳＤ
剤漏
洩事
故を受
けて実
施した
対策

豊
田
事
業
所
再
生
計
画

２）ベ
ンゼン
漏洩
事故を
受けて
実施し
た対
策

（３）設
備面
からの
漏洩リ
スクの
評価
及び
対策

活性炭交換の度に実

継続実施

継続実施

非定常作業発生時

気密試験が必要な工事発生

人事異動等による危険物保安監督者、特定化学物質
作業主任者等が変更になった場合、表示を更新

新入入社時に教育実施

恒久対策が完了している項



漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール

内容 いつまでに 実施者 確認者 ＥＭＳへの反映 対応内容 H26年度実績 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3項目
運転廃棄物の整理 事業所で処理可能な廃棄物につい

て引き続き処理を実施
継続的に実施 TKS

JESCO運転管理
課

JESCO運転管
理課長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・防護服処理計画 ・無害化認定業者への処理
委託
　ﾄﾞﾗﾑ缶：550本＋40L容器：
763個
・所内処理
　防護服：17,325着
　ﾎﾟﾘ袋：666kg
　廃油：526ﾘｯﾄﾙ
  衣装ｹｰｽ：192kg
  ﾎﾟﾘﾀﾝｸ：136本

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「所内
処理計画」を確認
・所内処理
防護服：1,125着、ﾎﾟﾘ袋：40
㎏、廃油：130L、衣裳ｹｰｽ：
125kgを処理

・焼却処理委託及び所内処
理なし

・所内処理
防護服：2,250着、ﾎﾟﾘ袋：
100㎏、廃油：239L、衣裳
ｹｰｽ124㎏を処理

・所内処理
防護服：2,250着、ﾎﾟﾘ
袋：68㎏、廃油：254L、
衣裳ｹｰｽ209㎏を処理
・7/22の環境推進委員
会で「所内処理」が計画
通り実施されていること
を確認

・焼却処理委託
低濃度廃棄物；ﾄﾞﾗﾑ缶：
36本
低濃度処理物；ﾄﾞﾗﾑ缶：
13本
・所内処理
防護服：1,125着、ﾎﾟﾘ
袋：35㎏、廃油：105Lを
処理、廃ﾌﾟﾗ：57kg

・焼却処理委託
低濃度廃棄物；ﾄﾞﾗﾑ缶：
52本
・所内処理
防護服：2,475着、ﾎﾟﾘ袋：
110㎏、廃ﾌﾟﾗ：191kgを処
理

・焼却処理委託
低濃度廃棄物：ﾄﾞﾗﾑ缶：
60本
高濃度廃棄物：ﾄﾞﾗﾑ缶：
12本
・所内処理
防護服：1,800着、ﾎﾟﾘ
袋：80㎏、廃油：20Lを
処理     ・10/20の環境
推進委員会で「所内処
理」が計画通り実施さ
れていることを確認

・焼却処理委託
低濃度廃棄物：ﾄﾞﾗﾑ缶：
120本
高濃度廃棄物：ﾄﾞﾗﾑ缶：
12本
・所内処理
防護服：1,350着、ﾎﾟﾘ
袋：40㎏、廃油：18Lを処
理

○ ○ ○ ○

安全教育カリキュラムの見
直し

・安全セミナーの開催
・内容、講師等については、当該1
年の結果を踏まえ次年度分を計画

継続的に実施 JESC安全対策課 JESCO所長 環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・安全セミナー年間計画
・次年度計画の内容等の検討
資料

・毎月2日間(4回）ｾﾐﾅｰ開催 ・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「毎月
開催の計画であることを確認
・4/15，22に第１回を開催、
テーマは「ＰＣＢについて」

・5/20、27に第2回を開催
テーマは「法令等の遵守に
ついて」

・6/10、17に第3回を開催
テーマは「ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防
止対策について」

・7/8,15に第4回を開催
テーマは「豊田PCB事
業所労働災害事故事例
について」
・7/22の環境推進委員
会で「安全セミナー」が
計画通り実施されてい
ることを確認

・8/20,27に第5回を開催
テーマは「緊急時対応
等について」

・9/9,16に第6回を開催
テーマは「豊田再生計画、
改善計画書の内容と作成
に至った経緯について」

・10/7,14に第7回を開
催 テーマは「KY・指差
呼称について」
・10/20の環境推進委
員会で「安全セミナー」
が計画通り実施されて
いることを確認

・11/13,19に第8回を開
催テーマは「EMSについ
て」

○ ○ ○ ○

管理監督体制の明文化と
公示

・夕例会議及び朝会において作業
の実施を周知
・管理監督体制の現場表示

継続的に実施 夕例会
・通常時 JESCO
運転管理課
・定検時JESCO設
備保全課

JESCO運転管
理課長、設備保
全課長

－ ・夕例会運営要領 ・通年実施 ・朝会及び夕例会議報告、連
絡調整を徹底

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

危機管理体制の見直し ・異常時／緊急時の連絡体制表に
施設内漏洩時の対応方法を記載
・異常時等には、TKSからJESCOへ
不具合速報により文書報告
・緊急時対応マニュアルを改訂し、
「緊急異常事態に該当しないトラブ
ル時の対応」を追加

緊急時対応マ
ニュアルは改
訂済み。

TKS JESCO安全対
策課長

－ ・異常時／緊急時連絡体制表
・液体漏洩時対応基準
・緊急時対応マニュアル

・計画通り、各種訓練を実施
（液体漏洩対応訓練を16回、
夜間想定防災訓練を4回、緊
急通報訓練を1回、総合防災
訓練を2回、地震対応訓練を
1回）

・人事異動に伴い緊急連絡体
制表を改訂し、書く場所へ表
示実施
・4/19緊急通報訓練実施 － －

・7/31夜間想定防災訓
練実施

・8/7,19,28 夜間想定防
災訓練実施
・8/19 消防と合同で避
難訓練実施 － －

・11/6 火災想定防災訓
練及びSD消火訓練実
施

運転時の体制 ・JESCOからの指示・回答は業務
連絡票又は運転連絡票により通知
・工程の停止、立ち上げについて
は、TKSが作業計画を作成、
JESCO運転管理課長の承認の徹
底

継続的に実施 JESCO運転管
理課長又は設
備保全課長

－ ・各種連絡票の運用標準 ・業務連絡票総数
        249件
・運転連絡票総数
        474件

・業務連絡票は22件、運転連
絡票は62件発行

・業務連絡票は13件、運転
連絡票は85件発行

・業務連絡票は18件、運
転連絡票は37件発行

・業務連絡票は22件、
運転連絡票は33件発行

・業務連絡票は14件、
運転連絡票は14件発行

・業務連絡票は１２件、運
転連絡票は１１件発行

・業務連絡票は１３件、
運転連絡票は１６件発
行

・業務連絡票は１４件、
運転連絡票は９２件発
行

定期点検時の体制 ・夕例会及び朝会で作業内容を報
告
・急遽実施する工事は、業務連絡
票又は運転連絡票で周知されてい
なければ不可

継続的に実施 JESCO設備保
全課長

－ ・夕例会運営要領
・各種連絡票の運用標準

・毎定期点検時に実施 ・朝会及び夕例会に元請け業
者も出席して、作業内容等の
報告を実施

・朝会及び夕例会に元請け
業者も出席して、作業内容
等の報告を実施

・朝会及び夕例会に元請
け業者も出席して、作業
内容等の報告を実施

・朝会及び夕例会に元
請け業者も出席して、作
業内容等の報告を実施

・朝会及び夕例会に元
請け業者も出席して、作
業内容等の報告を実施

・朝会及び夕例会に元請
け業者も出席して、作業
内容等の報告を実施

・朝会及び夕例会に元
請け業者も出席して、
作業内容等の報告を実
施

・朝会及び夕例会に元
請け業者も出席して、作
業内容等の報告を実施 ○

施設内漏洩時の体制 ・液体漏洩時対応基準により対応
・トラブル検討委員会で、漏洩原因
の特定、処理の調整、再発防止対
策を検討、実施

緊急時に実施 TKS各ｸﾞﾙｰﾌﾟ JESCO所長 － ・液体漏洩時対応基準 ・油圧ユニットからの作動油
漏洩１件発生

・漏洩トラブルの発生なし ・漏洩トラブルの発生なし ・漏洩トラブルの発生な
し

・漏洩トラブルの発生な
し

・漏洩トラブルの発生な
し

・漏洩トラブルの発生なし ・漏洩トラブルの発生な
し

・漏洩トラブルの発生な
し

安全の日活動 ・安全集会
・安全パトロール

継続的に実施 JESCO及びTKS
全員

JESCO所長
TKS社長

環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・毎月21日に安全集会及び安
全パトロール
・H27年４月よりグループ相互
パトロール、フード内パトロー
ル、公開作業の立会いを新た
に開始

・原則毎月21日に安全集会
及び安全パトロールを実施
・安全パトロール指摘件数
107件

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「安全
パトロール」が計画されている
ことを確認
・4/21安全集会、安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：3件実
施、ﾌｰﾄﾞ内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（１Ｆｺﾝﾃﾞﾝｻ
ｴﾘｱ）：4/7実施、公開作業（車
載ﾄﾗﾝｽ受入）：4/7に実施

・5/21安全集会実施
・5/12,21,28 災害防止協議
会合同パトロール実施

・6/19安全集会、安全ﾊﾟ
ﾄﾛｰﾙ実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：3
件実施、ﾌｰﾄﾞ内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
（4F超音波洗浄ｴﾘｱ）：
6/9実施、公開作業（ｽﾗｯ
ｼﾞ払出）：6/1に実施

・7/21安全集会、安全ﾊﾟ
ﾄﾛｰﾙ実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：1
件実施、公開作業（車
載ﾄﾗﾝｽ投入）：7/21に
実施       ・7/22の環境
推進委員会で「安全パト
ロール」が計画通り実施
されていることを確認

・8/21安全集会、安全ﾊﾟ
ﾄﾛｰﾙ実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：8
件実施、ﾌｰﾄﾞ内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
（撹拌洗浄ｴﾘｱ）：8/12
実施、公開作業（特ｺﾝ
解体作業）：8/6実施

・9/18安全集会、安全ﾊﾟﾄ
ﾛｰﾙ実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：4件
実施、公開作業（遠心分
離機ｽﾗｯｼﾞ詰り除去作
業）：9/8実施

・10/21安全集会、安全
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ相互ﾊﾟﾄﾛｰﾙ：4
件実施、公開作業（第1
蒸留塔供給ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰ
ﾅ交換作業）：10/5実
施、ﾌｰﾄﾞ内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ（大
型ﾄﾗﾝｽｴﾘｱ）：10/8実施
・10/20の環境推進委
員会で「安全パトロー
ル」が計画通り実施さ
れていることを確認

・11/20安全集会、安全
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施
・公開作業（撹拌洗浄槽
ｽﾄﾚｰﾅ交換作業）：11/9
実施、ﾌｰﾄﾞ内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
（小型ﾄﾗﾝｽｴﾘｱ）：11/10
実施 ○ ○ ○ ○

過去の事故事案を教訓と
した水平展開

JESCO、運転会社及びプラントメー
カーで漏洩防止プロジェクトチーム
を設置し、連携強化を図る

継続的に実施 JESCO、TKS、
SKS、KBT

JESCO
運転管理課長

・法的要求事
項一覧
・環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・漏洩防止プロジェクト会議議
事録

・漏洩防止プロジェクト会議
12回開催し、漏洩防止対策
の進捗を確認

・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「水平
展開の実施状況」が管理され
ることを確認
・4/14にプロジェクト総括会議
を開催。Ｈ26年度の活動結果
を確認
・4/23に漏洩防止プロジェクト
会議を開催し、漏洩防止対策
の進捗含め確認実施

・5/29に漏洩防止プロジェク
ト会議を開催し、漏洩防止
対策の進捗含め確認実施

・6/26に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催し、漏
洩防止対策の進捗含め
確認実施

・7/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催し、
漏洩防止対策の進捗含
め確認実施
・7/22の環境推進委員
会で「過去の事故事案
の水平展開」が計画通
り実施されていることを
確認

・8/31に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催し、
漏洩防止対策の進捗含
め確認実施

・9/25に漏洩防止プロジェ
クト会議を開催し、漏洩防
止対策の進捗含め確認
実施

・10/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催し、
漏洩防止対策の進捗
含め確認実施
・10/20の環境推進委
員会で「過去の事故事
案の水平展開」が計画
通り実施されていること
を確認

・11/27に漏洩防止プロ
ジェクト会議を開催し、
漏洩防止対策の進捗含
め確認実施

　
○

確認

第三者による漏洩リスクの
観点からの検証

H23.12の撹拌洗浄エリア漏洩事故
の再発防止対策について漏洩リス
クの観点からの第三者による検証
評価

H25.3末まで ＴＫＳ，ＳＫＳ 千代田化工建
設（株）

・法的要求事
項一覧

・第三者機関の業務報告書 ・SKS・TKS連絡会議に12回
出席

・4/20のSKS・TKS連絡会議に
千代田化工建設(株)が第三者
として参加し、漏洩防止活動
について意見交換実施

・5/19 SKS及び千代田化工
建設（株）が液処理巡回点
検に立会い実施
・5/20のSKS・TKS連絡会議
に千代田化工建設(株)が第
三者として参加し、漏洩防
止活動について意見交換
実施

・6/10のSKS・TKS連絡
会議に千代田化工建設
(株)が第三者として参加
し、漏洩防止活動につい
て意見交換実施

・7/24のSKS・TKS連絡
会議に千代田化工建設
(株)が第三者として参加
し、漏洩防止活動につ
いて意見交換実施

・8/31のSKS・TKS連絡
会議に千代田化工建設
(株)が第三者として参加
し、漏洩防止活動につ
いて意見交換実施(詳
細は会議議事録参照)

・9月分として、10/1の
SKS・TKS連絡会議に千
代田化工建設(株)が第三
者として参加し、漏洩防止
活動について意見交換実
施(詳細は会議議事録参
照)

・10/26のSKS・TKS連
絡会議に千代田化工建
設(株)が第三者として
参加し、漏洩防止活動
について意見交換実施
(詳細は会議議事録参
照)

・11/18,19 SKS及び千
代田化工建設（株）が除
染班巡回点検他、計7
作業の作業立会い実施
・11/19のSKS・TKS連絡
会議に千代田化工建設
(株)が第三者として参加
し、漏洩防止活動につ
いて意見交換実施(詳
細は会議議事録参照)

施設の老朽化対策 定期点検時に必要なメンテナンス
を実施することにより、今後の施設
老朽化に伴う設備トラブルを防止

春秋の定期点
検時に実施

JESCO設備保全
課

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧

・中長期保全計画に基づき、
27年度改修工事を計画

・中長期保全計画に基づき、
H27年度前期分工事を計画、
発注実施

・中長期保全計画に基づき
H27年度前期分工事を実施
（漏洩防止対策として、ﾀﾞｲﾔ
ﾌﾗﾑ弁の交換工事含む）
・緊急に第３オイルスクラ
バ、エリミネータの内部点検
を実施

・中長期保全計画に基づ
き、H27年度後期分工事
を計画
・第３オイルスクラバ等の
点検結果を受け、改修
計画策定

・中長期保全計画に基
づき、H27年度後期分工
事を契約
・第３オイルスクラバ等
の点検結果を受け、改
修工事契約

・中長期保全計画に基
づき実施したH27年度
前期分工事の監督員検
査及び検査員検査を実
施し完了

・中長期保全計画に基づ
き実施したH28年度分改
修工事計画を策定

・中長期保全計画に基
づき策定したH27年度
秋期及び28年度分定期
点検計画について設備
保全プロジェクトで内容
説明及び討議

・中長期保全計画に基
づき策定したH27年度
秋期改修工事につい
て、安全審査会等を実
施 ○

外部業者に対する指導監
督の徹底

事前に委託業者から作業要領書又
は作業手順書を提出させ、内容の
確認を実施

継続的に実施 点検工事委託業
者

JESCO設備保
全課員

・法的要求事
項一覧

・作業要領書又は作業手順書 ・通年実施 ・4/27災害防止協議会で注意
事項を徹底

・定期点検時に行った作業
について実施
・点検作業要領書の事前確
認

・点検作業要領書の事
前確認を継続的に実施

・点検作業要領書の事
前確認を継続的に実施

・点検作業要領書の事
前確認を継続的に実施

・点検作業要領書の事前
確認を継続的に実施

・点検作業要領書の事
前確認を継続的に実施

・点検作業要領書の事
前確認を継続的に実施

・トラブル事案等の発表の際には、
リスクが分かりやすい情報を付加
する等の情報公開の充実

継続的に実施 JESCO安全対策
課員

JESCO所長 ・法的要求事
項一覧

・「豊田PCB処理事業所にお
けるトラブル等の発生時にお
ける報告・公表基準」に基づ
き、3件について報告実施

・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし ・トラブル発生なし

・「事業だより」の内容充実 継続的に実施 JESCO総務課員 JESCO所長 ・法的要求事
項一覧
・環境マニュア
ル４．３．３ 「環
境管理計画
書」で管理

・事業だよりは毎月発行 ・4/22の環境推進委員会で環
境管理計画書において「事業
だより」の毎月発行が計画さ
れていることを確認
・4/8に4月号を発行

・5/11に5月号を発行 ・6/8に6月号を発行 ・7/8に7月号を発行 ・8/3に8月号を発行 ・9/8に9月号を発行 ・10/8に10月号を発行 ・11/6に11月号を発行

○ ○ ○ ○

第６系統排気エリアである一般
PCB廃棄物取扱区域の差圧値を日
常的に管理する

継続的に実施 TKS JESCO運転管
理課

・法的要求事
項一覧

・点検記録簿 ・通年実施 ・毎日差圧値を測定実施 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左H17.11.21 PCB漏洩事故発
生時の約束事項

3

)

対
策
の
継
続
的
実
施

過
去
の
監

再生計
画策定
以降、
継続し
て実施
していく
内容

豊
田
市
議
会
か
ら
の
要
望
に
対
す
る
回
答

これまで以上の情報開示

漏洩事故発生時

トラブル発生時

作業発生時

SKS/TKS連絡会議へ継続参加

継続実施



漏洩防止対策内容及び実施者確認者一覧表及び実施スケジュール

内容 いつまでに 実施者 確認者 ＥＭＳへの反映 対応内容 H26年度実績 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3項目
配管のゆるみを毎週、毎月、年次
点検を実施する。熱や振動により
ゆるむ可能性のあるところは年３回
確認。

継続的に実施 TKS、設備保全課
員

設備保全課長 ・法的要求事
項一覧

・定期点検で確認 ・毎日の巡回点検の際に異常
が無いかを確認

・定期点検で問題ないこと
を確認済み
・毎日の巡回点検の際に異
常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際に
異常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際
に異常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際
に異常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際に
異常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際
に異常が無いかを確認

・毎日の巡回点検の際
に異常が無いかを確認

○

安全行動基準・安全作業基準ガイ
ドラインを策定し、JESCO,TKSの全
員に配布。自己評価、上司助言す
る仕組みとした。

継続的に実施 全員 各課長
安全対策課

・法的要求事
項一覧

・通年実施 ・JESCOは、4/28の安全衛生
委員会でチェック状況を確認
・TKSの4月度月例安全活動
は『挨拶と服装』で全8グルー
プより報告あり。
・グループﾟ毎に安全行動基
準、安全作業基準の読み合わ
せを実施

・JESCOは、5/26の安全衛
生委員会でチェック状況を
確認
・TKSの5月度月例安全活
動は『挟まれ・巻込まれ』で
全8グループより報告あり。
・グループﾟ毎に安全行動基
準、安全作業基準の読み合
わせを実施

・JESCOは、6/23の安全
衛生委員会でチェック状
況を確認
・TKSの6月度月例安全
活動は『酸欠災害防止』
で全8グループより報告
あり。
・グループﾟ毎に安全行動
基準、安全作業基準の
読み合わせを実施

・JESCOは、7/28の安
全衛生委員会でチェック
状況を確認
・TKSの7月度月例安全
活動は『熱中症の予防』
で全8グループより報告
あり。
・グループﾟ毎に安全行
動基準、安全作業基準
の読み合わせを実施

・JESCOは、8/25の安
全衛生委員会でチェック
状況を確認
・TKSの8月度月例安全
活動は先月に引き続き
『熱中症の予防』で全8
グループより報告あり。
・グループﾟ毎に安全行
動基準、安全作業基準
の読み合わせを実施

・JESCOは、9/29の安全
衛生委員会でチェック状
況を確認
・TKSの9月度月例安全活
動は『報・連・相』で全8グ
ループより報告あり。
・グループﾟ毎に安全行動
基準、安全作業基準の読
み合わせを実施

・JESCOは、10/30の安
全衛生委員会でチェッ
ク状況を確認
・TKSの10月度月例安
全活動は『保護具の装
着と手洗い』で全8グ
ループより報告あり。
・グループﾟ毎に安全行
動基準、安全作業基準
の読み合わせを実施

・JESCOは、11/30の安
全衛生委員会でチェック
状況を確認
・TKSの11月度月例安
全活動は『高所作業と
安全帯』で全8グループ
より報告あり。
・グループﾟ毎に安全行
動基準、安全作業基準
の読み合わせを実施

○ ○ ○ ○

H18.12.21 上水の流出事
故発生時の約束事項

JESCO監督員は、監督記録・検査
記録を新たに整備し、上司に適宜
報告する。

継続的に実施 JESCO設備保全
課員

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧

・監督記録簿
・検査記録簿

・通年実施 ・監督記録簿及び検査記録簿
を作成（継続実施）

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

当該熱交換器については、重点管
理項目として巡回点検時に確認す
る。

継続的に実施 TKS
JESCO設備保全
課員

TKS運転部長 ・法的要求事
項一覧

・通年実施 ・除染班にて毎直の巡回点検
時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡回点
検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡回
点検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡
回点検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡
回点検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡回
点検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡
回点検時に確認実施中

・除染班にて毎直の巡
回点検時に確認実施中

遮蔽フード内床のコーキング状態
の継続的点検。

年４回実施 JESCO設備保全
課員

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧

・コーキング点検結果 ・年4回点検実施

－

・5/7～18で1F及び4Fﾌｰﾄﾞ
内の107定点を点検 － －

・8/26～28で1F及び4F
ﾌｰﾄﾞ内の107定点を点
検

－ － － ○ ○

3-2系活性炭の中間のベンゼン濃
度を週１回（H20.3に月１回を変更）
測定し、25mg/m3に近づいた時点
で破過と見なして活性炭を交換す
る。

定期的に実施 TKS
JESCO設備保全
課員

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧

・チェックリスト ・ベンゼンの週1回測定を継
続。（定検中を除く）
・3-2系排気処理設備の活性
炭交換 7回、交換後には全
て健全性確認のためのﾍﾞﾝｾﾞ
ﾝ測定を実施

・ベンゼン濃度測定を週１回実
施。結果は異常なし
・4/22 3-2系の活性炭交換。
交換後のベンゼン濃度測定結
果は異常なし

・定期点検期間中（設備停
止中）のためﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測
定なし

・ベンゼン濃度測定を週
１回実施。結果は異常な
し

・ベンゼン濃度測定を週
１回実施。結果は異常
なし
・7/2 3-2系の活性炭交
換。交換後のベンゼン
濃度測定結果は異常な
し

・ベンゼン濃度測定を週
１回実施。結果は異常
なし
・8/7 3-2系の活性炭交
換。交換後のベンゼン
濃度測定結果は異常な
し

・ベンゼン濃度測定を週１
回実施。結果は異常なし
・9/16 3-2系の活性炭交
換。交換後のベンゼン濃
度測定結果は異常なし

・ベンゼン濃度測定を
週１回実施。結果は異
常なし
・10/29 3-2系の活性炭
交換。交換後のベンゼ
ン濃度測定結果は異常
なし

・ベンゼン濃度測定を週
１回実施。結果は異常
なし

3-2系活性炭も中間のベンゼン濃
度を月１回測定し、10mg/m3に近づ
いた時点で活性炭を交換する。

定期的に実施 TKS
JESCO設備保全
課員

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧

・3-3系活性炭ｌ吸着槽のベン
ゼン濃度測定を毎月1回実
施。

・ベンゼン濃度測定を月１回実
施。結果は異常なし
・4/26 3-3系活性炭吸着槽ベ
ンゼン濃度測定実施

・定期点検期間中（設備停
止中）のためﾍﾞﾝｾﾞﾝ濃度測
定なし

・ベンゼン濃度測定を月
１回実施。結果は異常な
し
・6/28 3-3系活性炭吸着
槽ベンゼン濃度測定実
施

・ベンゼン濃度測定を月
１回実施。結果は異常
なし
・7/26 3-3系活性炭吸
着槽ベンゼン濃度測定
実施

・ベンゼン濃度測定を月
１回実施。結果は異常
なし
・8/30 3-3系活性炭吸
着槽ベンゼン濃度測定
実施

・ベンゼン濃度測定を月１
回実施。結果は異常なし
・9/27 3-3系活性炭吸着
槽ベンゼン濃度測定実施

・ベンゼン濃度測定を
月１回実施。結果は異
常なし
・10/25 3-3系活性炭吸
着槽ベンゼン濃度測定
実施

・ベンゼン濃度測定を月
１回実施。結果は異常
なし
・11/30 3-3系活性炭吸
着槽ベンゼン濃度測定
実施

H19.5.13 設備改良中の冷
却水漏洩事故発生時の約
束事項

真空加熱炉とオイルスクラバーの
熱交換器系統のバルブは閉止した
ことを確認後工事等を行う。

工事実施時 TKS
JESCO設備保全
課員

JESCO設備保
全課長

・法的要求事
項一覧 － － － － － － － － －

全社的取組（各事業所の安全対策
担当で情報交換とクロスチェック、
全社安全大会、TKSへの監査導
入）

適宜実施 JESCO安全対策
課員
本社

JESCO安全対
策課長

・法的要求事
項一覧

・全社安全セミナーの開催
・環境安全監査室監査の対
応実施
・安全対策課情報交換会へ
の参加

－ － －

・7/30-31 本社による内
部技術評価実施

・8/28 全社安全ｾﾐﾅｰ
開催

－

・10/29,30 北海道ＰＣＢ
処理事業所で安全対策
課情報交換会を開催

－

　
○

（安全対策課
情報交換会予

定）

漏洩防止対策の実施状況を豊田
市、監視委員会及び環境省へ定期
的に報告。

継続的に実施 JESCO所長 豊田市
環境省

－ ・豊田市立ち入り記録
・作業部会立ち入り記録
・監視委員会資料、議事録
・環境省への説明記録

・豊田市作動油漏洩に関す
る報告書提出
・合わせて、監視委員会、作
業部会でも作動油漏洩の対
策を報告実施

・4/16　豊田市へＨ26年度漏
洩防止対策の実施状況、作動
油漏洩対策の進捗、中長期保
全計画について報告実施

－ －

・7/7 豊田市安全監視
委員会で漏洩防止活動
の促進等について報告
実施

・8/24 豊田市安全監視
委員会作業部会を開
催.。　　 １．中長期保全
計画の作成について、
２．素子裁断装置作動
油漏洩トラブルへの対
応について、３．分析室
ドラフトチャンバー内小
火トラブル対応、４．漏
洩防止対策の実施状況
について報告実施

－

・10/19 豊田市環境保
全課へ「平成２７年度上
期の漏洩防止対策の
実施状況」に関わる定
期報告を実施

－

　
○

（監視委員会
開催予定）

豊田市等への定期的報告

H19.1.14 真空加熱エリア
における冷却水漏れ事故
発生時の約束事項

H19.1.30 ベンゼン濃度管
理目標値の超過事故発生
時の約束事項

監
視
委
員
会
で
の
約
束
事
項

随時

随時

随時


